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開催日時　：　2019 年 7 月 28 日（日）10：00 ～ 15：30

開催場所　：　岡山コンベンションセンター（岡山県岡山市北区駅元町 14-1）

（午前の部）レセプションホール（２階）

（午後の部）展示ホール　　　　 （２階）

参 加 者　：　90 人（うち午後の部：44 人）

＜午前の部　10：00 ～ 11：50 ＞

１．開会あいさつ

岡山県地域医療支援センター　センター長　糸島 達也

２．地域枠卒業医師の勤務病院選定方法

岡山県地域医療支援センター　岡山大学支部　専任担当医師　岩瀬 敏秀

３．基調講演「地域医療と働き方改革」

岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 地域医療人材育成講座 教授 片岡 仁美

４．パネルディスカッション「地域医療と働き方改革」

司　　会：岡山県地域医療支援センター　岡山大学支部　専任担当医師 岩瀬 敏秀

パネラー：岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 地域医療人材育成講座 教授 片岡 仁美

岡山県病院協会 会長 難波 義夫

岡山県愛育委員連合会 会長 岡﨑 文代

岡山県保健福祉部 参与 則安 俊昭

＜昼食・懇談　11：50 ～ 13：00 ＞

＜午後の部　13：00 ～ 15：30 ＞

５．開会あいさつ

岡山県 保健福祉部 医療推進課 課長 下野間 豊

６．グループワークの進め方について

岡山県地域医療支援センター　岡山大学支部　専任担当医師　岩瀬 敏秀

７．グループワーク「地域枠卒業医師が卒後７年目以降に勤務する病院の選定基準」

岡山大学大学 医歯薬学総合研究科 地域医療人材育成講座 教授 佐藤 勝

８．グループ発表

７．まとめ・寸評

落合病院 地域枠卒業医師 脇地 一生

落合病院           院長 井口 大助

８．閉会あいさつ

岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 地域医療人材育成講座 教授 片岡仁美

＜記念撮影＞
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Ⅱ．スタッフ名簿

◆ディレクター

糸 島　 達 也 岡山県地域医療支援センター センター長

下 野 間　 豊 岡山県保健福祉部医療推進課 課長

◆アシスタントディレクター

片 岡 仁 美 岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 地域医療人材育成講座 教授

佐　藤　　　勝 　　　　　　　〃         　　　　 　　　　〃　　　　　 教授

小 川 弘 子 　　　　　　　〃         　　　　 岡山県南西部（笠岡）総合診療医学講座 准教授

忠 田 正 樹 認定ＮＰＯ法人 岡山医師研修支援機構 理事

岩　瀬　敏　秀 岡山県地域医療支援センター 岡山大学支部 専任担当医師

◆事務担当者

斎　藤　雅　史 岡山県保健福祉部医療推進課 地域医療体制整備班 総括参事

藤 原 隆 昭 　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　  副参事

立 石 元 太 　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　  主任

佐 藤 元 宣 　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　  主任

海　原　喜　彦 　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　  主事

吉 武 佑 理 　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　  主事

中 西 勇 人 　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　  主事

下　山　みどり 岡山県地域医療支援センター 事務職員

秋　田　政　子 　　　　　〃　　　　　　　 事務職員

矢　部　彰　子 　　　　　〃　　　　　　　 岡山大学支部 事務職員

倉　橋　陽　子 岡山大学大学院　医歯薬学総合研究科 地域医療人材育成講座　事務職員

Ⅱ． スタッフ名簿
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Ⅲ．参加人数／参加者名簿

１．参加人数（午前の部：基調講演講師・パネリスト計 4人を含む）

所 属 等
＜ 午 前 の 部 ＞

基 調 講 演 等

＜午後の部＞

グループワーク
合 計

医 師 会 等

岡山県医師会 1 1 1

岡山県病院協会 1 1 1

岡山県へき地医療支援機構 1 - 1

医療ネットワーク岡山協議会 1 - 1

岡山県愛育委員連合会 1 - 1

医 療 機 関

初期臨床研修病院（大学病院を除く） 10 5 10

地域枠配置病院 5 5 5

自治医師配置病院 3 3 3

病院 31 11 31

診療所 2 2 2

大学・大学病院 岡山大学・岡山大学病院等 6 1 6

行 政

市町村長・副市町村長 3 2 2

岡山県・市町・保健所等 13 4 14

（県外）市町・地域医療支援センター 2 1 2

地 域 枠

卒 業 医 師・ 学 生

地域枠卒業医師 6 7 8

地域枠学生（岡山大学・広島大学） 2 1 2

合 計 88
（午前のみ）46

44
（午前のみ）2

90
（終日）42

２．グループワーク（午後の部）参加者名簿

所 属 職名等 氏名

司 会 進 行 岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 地域医療人材育成講座 教授 佐 藤 　 勝

ファシリテーター 〃 教授 片 岡　 仁 美

〃 岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 岡山県南西部（笠岡）総合診療医学講座 准教授 小 川　 弘 子

〃 岡山県保健福祉部 参与 則 安 俊 昭

〃 岡山県地域医療支援センター センター長 糸 島　 達 也

〃 　　　　　 〃 センター長補佐 忠 田　 正 樹

〃 岡山県地域医療支援センター 岡山大学支部 専任医師 岩 瀬　 敏 秀

No. 区分 医 療 圏 域 所 属 職名等 氏名 グループ

1 医師会 岡山県医師会（井原市立井原市民病院）常任理事（院長） 合 地 　 明 B

2 病院協会 岡山県病院協会会長（金光病院） 会長（理事長・院長） 難 波　 義 夫 D

3 初期臨床研修病院 岡 山 市 岡山市立市民病院 地域医療部長 堀 内　 武 志 A

4 〃 〃 岡山赤十字病院 第一血液内科部長 竹 内 　 誠 C

5 〃 〃 岡山医療センター 診療部長 太 田　 康 介 D

6 〃 〃 岡山協立病院 院長 高 橋 　 淳 E

7 〃 津山・英田 津山中央病院 院長補佐 岡 　 岳 文 F

Ⅲ． 参加人数／参加者名簿
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Ⅲ．参加人数／参加者名簿

No. 区分 医 療 圏 域 所 属 職名等 氏名 グループ

8 大 学 病 院 岡 山 市 岡山大学病院　消化器外科 医局長 吉 田　 龍 一 G

9 地域枠卒業医師勤務病院 県南東部 赤磐医師会病院 副院長 片 山　 信 昭 E

10 〃 県南西部 笠岡第一病院 院長 橋 詰　 博 行 C

11 〃 高梁・新見 高梁中央病院 副理事長 戸 田　 佳 介 G

12 〃 〃 成羽病院 院長 紙 谷　 晋 吾 B

13 〃 真 庭 落合病院 院長 井 口　 大 助 F

14 自治医師勤務病院 高梁・新見 渡辺病院 理事長 遠 藤 　 彰 D

15 〃 〃 　 〃 医局長 溝 尾　 妙 子 A

16 〃 津山・英田 鏡野町国民健康保険病院 院長 寒 竹　 一 郎 C

17 診 療 所 高梁・新見 哲西町診療所 理事長 深 井 　 正 B

18 〃 〃 　　 〃 医長 岡　 正 登 詩 E

19 病 院 岡 山 市 岡村一心堂病院 理事長 岡 村　 暢 大 E

20 〃 〃 岡山県精神科医療センター 院長 来 住　 由 樹 F

21 〃 〃 藤田病院 院長 渡 邉　 剛 正 A

22 〃 県南東部 吉永病院 病院事業管理者 荻 野　 健 次 B

23 〃 倉 敷 市 重井医学研究所附属病院 院長 真 鍋　 康 二 B

24 〃 〃 水島中央病院 院長 松 尾　 龍 一 F

25 〃 県南西部 笠岡市立市民病院 院長 稲 垣　 登 稔 E

26 〃 高梁・新見 長谷川紀念病院 理事長・院長 長 谷 川　 賢 也 C

27 〃 真 庭 勝山病院 理事長・院長 竹 内　 義 明 G

28 〃 津山・英田 田尻病院 参与 河 本　 幸 三 A

29 〃 〃 中島病院 院長 中 島　 弘 文 D

30 行 政 等 県南東部 赤磐市役所 副市長 前 田　 正 之 D

31 〃 高梁・新見 新見市役所  健康増進課 部長 林 　 裕 司 F

32 〃 真 庭 真庭市役所  健康推進課 部長 上 島　 芳 広 A

33 〃 〃 真庭保健所 所長 西 田　 典 数 C

34 〃 〃 新庄村役場 副村長 大 野　 厚 吉 E

35 〃 津山・英田 美作保健所 所長 川 井　 睦 子 A

36 〃 県 外 愛媛県　医療対策課 担当係長 和 氣　 吉 宏 G

37 地域枠卒業医師 岡 山 市 岡山市立市民病院　総合内科 初期臨床研修医 高 見　 優 男 B

38 〃 県南東部 赤磐医師会病院 医師 尾 下　　 遼 D

39 〃 県南西部 笠岡第一病院  〃 内 藤　 修 子 G

40 〃 高梁・新見 成羽病院  〃 梶 谷 　 聡 E

41 〃 真 庭 金田病院  〃 石 田　 智 治 F

42 〃 真 庭 落合病院  〃 脇 地　 一 生 A

43 津山・英田 積善病院  〃 山 田　 裕 士 C

44 地域枠学生 広島大学 5年 伊 木　 道 子 G
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Ⅳ．開会あいさつ

岡山県地域医療支援センター

センター長　糸島 達也

皆様おはようございます。 岡山県地域医療支援センター長をしております糸島です。 今日は 1日よろしくお願いいたし

ます。 猛暑の日曜日ではありますが、 お集まりいただきましてありがとうございます。

『地域医療担う医師を地域で育てるためのワークショップ』も第 7 回になりました。 午前の部では、 当センターの岩瀬

専任担当医師が「地域枠卒業医師の勤務病院選定方法」の説明をし、 その後、 岡山大学地域医療人材育成講座の片岡

仁美教授に「地域医療と働き方改革」をご講演いただきます。 続いて同じテーマでパネルディスカッションを予定してお

ります。

地域枠医師も第1期生が卒業して5年目になります。地域への派遣も多いときには38名になると予想しています。また、

総数では 74 名になる予定です。 昨年は午後の部のワークショップで、 地域枠卒業医師が卒後 7 年目以降に勤務する病

院の選定基準、 すなわち後期配置の候補病院をどう選定するかについて検討をお願いしました。 今年も同様のテーマで

ワークショップを行います。 選定方法のより具体的な方向性が出てくることを期待しております。

それでは皆様、 どうぞよろしくお願いいたします。 ありがとうございました。

Ⅳ． 開会あいさつ

第７回　地域医療を担う医師を地域で育てるためのワークショップ

午後の部：グループワークの参加者とスタッフ

2019 年 7 月 28 日（日）（於：岡山コンベンションセンター）
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Ⅴ．地域枠卒業医師の勤務病院の選定方法

岡山県地域医療支援センター 岡山大学支部

専任医師　 岩瀬 敏秀

本日は、 制度のおさらい、 医療対策協議会で検討された

方針、 実際の勤務病院の選定方法について説明させていた

だき、 後期配置の考え方 ・ご意見をご紹介します。

―地域枠制度の概要―
まず、 地域枠制度の概要です。 県から奨学金を貸与され

た地域枠学生が岡山大学と広島大学におります。 一定期間、

知事の指定する医療機関で勤務することによって、 奨学金

の返還が免除されるという制度です。 この一定期間という

のは、 卒後 9 年間、 貸与年数の 1.5 倍の期間になります。

初期研修と選択研修のそれぞれ 2 年間を義務期間に含むた

め、 実際に医師不足地域で働く地域勤務期間は 5 年間にな

ります。 また、 5 年間ずっと同じ場所ではなく、 2 ヶ所以上

で働くことを想定しています。

―地域枠卒業医師の配置予測―
現在、 地域枠学生は 48 名で、 そのうちの約半分の 23 名

が女性です。 地域枠卒業医師は 24 名で、 そのうち 6 名が

女性です。 2023 年から 10 年間は 20 名以上が地域勤務を

すると予想され、 そこに占める女性の割合は 3 割から 6 割

まで変動する見込みです。 留年や選択研修などいろいろな

イベントによって、 配置予想人数のグラフの山が低くなり、

すそ野が広がった形です。 義務年限中に地域で働く医師は、

2019 年は合計 8 名、 来年は 9 名と予想され、 次は 14 名、

更に 19 名と勢い良く伸びていき、 しばらく横ばいで続いた

後に減っていくという形になる予定です。

次に、 初期研修以降の地域枠卒業医師全体の予想人数の

グラフをご覧ください。 研修や自己研鑽をされる先生方や、

2024 年からは義務を終了した先生方もおられます。 義務を

終えた先生方がどのくらい地域に残るかによって、 地域枠

卒業医師の配置人数が減った時に、 地域医療の支え方も変

わってくるでしょう。

Ⅴ． 地域枠卒業医師の勤務病院の選定方法
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―地域枠卒業医師の身分・待遇―
そして、 身分と待遇です。 自治医科大学卒の先生方と違

い、 県職員ではなく各病院の職員となるため、 各病院の規

定に沿った待遇となります。 岡山大学の各医局への入局を

推奨していますが、 強制はしていません。 実際には、 地域

枠卒業医師の多くは入局をしており、 医局とも協調しながら

キャリア支援をしています。

県は人事権を持たないので、 君はここで働きなさいと命

令することはできません。 あくまでも選択肢を用意して、 そ

の中で選んでいただくという格好になります。 地域枠卒業

医師と候補病院でマッチングを行ない、 それぞれの希望に

基づいて、 勤務病院が決定されます。 ただし、 産婦人科に

ついては診療科偏在対策のため、 マッチングという仕組み

にそぐわないと考えており、 別の対応をとります。

―医療対策協議会での検討（勤務地域）―
2020年 4月の配置において、県北の状況を勘案した上で、

県南にも可能な範囲で配置する方針が、 岡山県医療対策協

議会で引き続き承認されました。

―医療対策協議会での検討（診療科偏在対策）―
産婦人科以外の診療科については、 地域勤務の期間につ

いては、 地域で求められる需要に応えるため、 多くの場合

は総合医的に働きながら、 週に 1 日の研修日を用いて好き

な診療科の研鑽を行うことができると説明しています。 ま

た、 産婦人科については、 速やかに専門医資格を取得して

産婦人科医として地域貢献する形で診療科偏在対策を行い

ます。 現在 2 名の先生方が産婦人科医としての修練を積ん

でおり、 産婦人科医として地域貢献を行っていく予定です。

―勤務候補病院の選定方法（前期配置）―
勤務候補病院の選定方法について説明します。 まず、 地

域勤務を希望する地域枠卒業医師の人数と地域の医師不足

の評価を基に、 二次医療圏ごとに候補病院の数を決めます。

そして、 毎年、 市町村や病院の先生方に多大なるご協力い

ただいております 5 月のアンケート調査の内容を評価して圏

域ごとのランキングを作成し、 上位から候補病院が選定され

ます。 ただし、 既に地域枠卒業医師が配置されており、 翌

年も引き続き勤務する病院は評価を減算し、 なるべく多くの

病院に配置されるような仕組みにしています。 地域勤務を

希望する医師の 1.5 倍程度の数を候補病院とすることによっ

て、 地域のニーズが高いと考えられる病院に医師が配置さ

れるようになると考えています。

選定方法は、 毎年少しずつ訂正を加えています。 かつて

は圏域ごとのランキングではなく、 県全域のランキングの上

から順に候補病院を選ぶ仕組みでした。 しかし、 その方法
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では勤務地域が偏ってしまったため、 昨年から圏域ごとに

候補病院を決めるという方法に変更しています。

評価は①教育指導体制、 ②地域で果たしている役割、 ③

待遇、 ④地域の受入体制、 ⑤救急車の受入状況、 ⑥新専門

医制度への取組状況、 ⑦経営状況と色々な視点を加味して

行っています。 圏域ごとの評価に変わったので、 ④地域の

受入体制（市町村の回答）を病院の評価（スコアの一部）

として考えることがあまりふさわしくなくなってきた印象も

あり、 これを変更すべきか検討していきます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（追記）「スライド９」のとおり、 配点を見直した。 個々の

病院の事情をより評価に反映させるため、 ④地域の受入体

制の評価を１６点から８点に下げ、 ８点分をその他の項目の重

みで案分した。

―2017 年から 2019 年までの配置病院―
実際にどのように医師が配置されてきたかを二次医療圏

ごとに色分けした岡山県の地図上にお示しします。 緑の星

形は自治医の先生方が働いているへき地医療拠点病院で

す。 2017 年の初めての配置では、 候補病院が高梁 ・ 新見

圏域から 2 病院、 真庭圏域から 2 病院が選定されました。

そして、 実際にマッチした病院は、 高梁中央病院と金田病

院でした。 2018 年の候補病院は、 高梁・新見圏域が 3病院、

真庭圏域が 3 病院で、 津山 ・ 英田圏域は 0 でした。 県全域

でランキングをすると、 津山圏域の病院が候補には上がら

なかったのです。 そして、 実際にマッチした病院は、 成羽病

院、 湯原温泉病院、 落合病院でした。 候補病院の選定に偏

りがあるのではないかということで、 昨年、 圏域ごとに候

補病院数を設定する仕組みに変更しました。 候補病院を県

南東部 ・ 県南西部圏域がそれぞれ 1 病院、 高梁 ・ 新見圏域

が 3病院、 真庭圏域が 2 病院、 津山 ・英田圏域が 2 病院と

したところ、 赤磐医師会病院、 笠岡第一病院、 高梁中央病

院、 金田病院、 積善病院にそれぞれ 1 名勤務することとな

りました。

―2020 年度の配置予測―
現時点では、 今年度で赤磐医師会病院、 成羽病院と落合

病院の先生が勤務を終えられて、 研修に入る予定となって

いますので、 来年も継続して地域枠卒業医師が勤務する病

院は、 真庭圏域２病院と県南西部、 高梁 ・ 新見、 津山 ・ 英

田圏域のそれぞれ 1病院（計 5病院）の見込みです。（※）

面談の中で確認する限り、 来年新たに地域勤務を開始す

る地域枠卒業医師は 3 名になりそうです。 どこの圏域にい

くつ候補病院を用意するのが適当かということをこれから

センターの中でも検討するところです。
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ここまでが前期配置の考え方ですが、 引き続き、 午後の

ワークショップでもご議論いただく後期配置の考え方につい

て説明します。

―後期配置の考え方―
前期配置では、「教育指導体制」を重視してきたところで

すが、 後期配置では、 前期配置や選択研修での臨床経験を

生かして地域医療に貢献できる施設に配置されるべきだと

我々は考えています。

では、 実際にどうやって配置先を選定すべきか、 昨年の

本会で皆様ご議論いただき、 ブレインストーミング的に幅広

くご意見をいただきました。 後期配置でもやっぱり教育は大

事だろう、 教育が全くなされないところに行くのは違うの

ではないかというご意見がたくさん出ました。 そして、 評

価が難しいのですが、「愛」です。 いかに地域枠医師を愛し

ているのか、 大事に思っているのか、 サポートしようと思っ

ているか、 地域で温かく受け入れようとしているのかといっ

た姿勢を評価してはどうだろうかというご意見をいただき

ました。 まだ受け入れてないところをどのように評価する

のか非常に難しいところですが、 実際に勤務した病院がど

のように彼らを扱ったのか事後的な評価としては使えると考

えていますし、 非常に大事な視点だと考えています。 また、

「継続性」ですね。 ぜひ残ってほしいといった希望を伺いま

したし、 出来ればそのままずっと残って定着してほしいとい

う意見も多かったです。 また、 病院だけではなく、 診療所

の配置も認めるべきではないかというご意見もいただきま

した。

それらを受けてセンターがどのように考えているかを説明

します。 前期配置と全く同じ指標で評価すると、 同じような

ところに配置することになってしまいます。 前期配置の候補

病院については教育する余裕のある病院が高い評価になっ

ている、 もっと困っている病院や支援が必要な病院は違う

のではないかというご意見をいただくことがあります。 困っ

ている病院だから配置するとはすぐになりませんが、 前期

配置と全く同じ視点で評価してしまうのは違うだろうと私も

考えています。

残念ながら、 候補病院に選定されても実際にはマッチして

いない地域がありますし、 地域枠卒業医師が面接に行かな

ければ全く病院が彼らにアプローチする機会すらないという

ことも起きているので、 今後は候補病院の先生方と地域勤

務する地域枠卒業医師とが一堂に集まる合同説明会を開催

して、 互いにアピールし合う機会を設けることで、 よりバラ

ンスのとれた地域配置に繋げたいと考えています。 また診

療所への配置については、 確かに診療所で働いて地域貢献

することもとても大事だと思うのですが、 まずは病院への

配置を進め、 その病院からの診療所支援という形が望まし
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いのではないかと考えています。

また、 来年度は実際に後期配置のマッチングを行います

が、 今のところ、 12 月半ばに前期配置のマッチングが確定

する形になるので、 前期配置と後期配置のスケジュールを

若干重複した中で動かしていくことになるだろうと考えてい

ます。 また、 午後のワークショップで、 皆様のお考えを伺い

たいと思います。

―まとめ―
今までの説明をまとめます。 2023 年以降 10 年間は 20

名以上の地域枠卒業医師が義務として地域の医療機関に配

置されることになります。 岡山県の持つドクターリソースの

一部である地域枠卒業医師による地域の医療機関への支援

が最も手厚い期間になります。 そして、 2029 年以降は義

務として地域勤務する地域枠卒業医師は減少していきます。

義務終了後も定着してもらいたい、 また、 そのままずっと

岡山に居続けなくても一度外に出た先生方にまた帰って来

てほしいと思っています。

県は人事権を持っていないので、 県の意向だけで配置を

決められません。 そのため、 マッチングという方法で、 病

院と地域枠卒業医師の希望を聞いて配置を決定していく流

れです。

そして、 地域勤務を希望する人数によって配置される病

院の数は変わるため、 常に増えていくわけではありません。

来年がおそらく一番少なく、 それ以降だんだん増えていく

予定です。

そして、 来年度以降決めなければならない後期配置の考

え方については、 当センターや県だけで決めるのではなく、

実際に配置される地域枠の先生方、 地域の先生方の声も参

考にし、 決めていきたいと考えています。

説明は以上です。 ご清聴ありがとうございました。

（※ 2019 年 10 月現在、 2020 年も地域枠卒業医師が継

続して勤務する病院は、 真庭圏域２病院と県南東部、 県南

西部、 高梁 ・ 新見、 津山 ・ 英田圏域のそれぞれ 1 病院の計

6病院の見込み）
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岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科

地域医療人材育成講座

教授　片岡 仁美

Ⅵ． 基調講演 「地域医療と働き方改革」

【現職】

岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 地域医療人材育成講座 教授

岡山大学医療人キャリアセンター MUSCAT センター長

【学歴】

1997 年 3 月 岡山大学 医学部医学科 卒業

2003 年 3 月 岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 修了

【経歴】

1997 年 4 月 岡山大学病院 第三内科 研修医

9月 公立学校共済組合中国中央病院 内科 研修医

1999 年 10月 岡山大学病院 第三内科 病棟医

2003 年 9 月 岡山大学病院 総合診療内科 医員

2005 年 8 月 岡山大学 医療教育統合開発センター 助手

2007 年 4 月 　　　　　　　　〃　　　　　　　助教

2008 年 8 月 岡山大学病院 卒後臨床研修センター 講師

2010 年 5 月 岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科
地域医療人材育成講座 教授

現在に至る

【学会及び社会における活動等】

（学会関係）

日本内科学会 認定医、総合内科専門医、指導医／日

本糖尿病学会 専門医、指導医／日本腎臓学会 専門医

／日本プライマリ・ケア学会 指導医／日本病院総合

診療学会 評議員、認定医／日本内科学会 評議員／日

本老年医学会 代議員／日本総合診療医学会 Journal 

of General and Family Medicine 編集委員／日本内

科学会 Internal Medicine 誌 編集委員／日本性差医

学・医療学会 評議員／日本医学教育学 代議員

（厚生労働省）

医師の働き方改革の推進に関する検討会 委員／医師

の働き方改革に関する検討会 委員／医師臨床研修制

度の到達目標・評価の在り方に関するワーキンググ

ループ 委員／医道審議会医師分科会医師専門研修部

会 委員／女性の健康の包括的支援総合研究事業 中

間・事後評価委員会 委員

（文部科学省）

職業実践力育成プログラム（BP）認定審査委員会 委

員／大学における医療人養成の在り方に関する調査研

究 委員
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今日は「地域医療と働き方改革」ということでお話をさ

せていただきます。 働き方改革については、 いろいろと報

道されているので、 当事者として、 経営者として、 よくご

存じである、 あるいはもう実践していらっしゃるという方も

多いかもしれませんが、 なぜ働き方改革という流れになっ

ているのか、 その背景と検討会がどのように今の結論を出

したのかということ、 そして、 医師の働き方改革が実際に

これからどう進んでいくのか、 それが地域医療にどのよう

に影響を及ぼすか、 影響を及ぼすことはもう火を見るより

も明らかなのですが、具体的にどういうことが起こりうるか、

そのためには、 どういう対策を講じていく必要があるかと

いったことも課題として述べていきたいと思います。

１．なぜ働き方改革か

－日本の労働制度と働き方にある課題－
私は厚生労働省の「医師の働き方改革に関する検討会」

の構成員として、 ２年間この課題についての議論に参加して

きました。

第 1 回の検討会で「日本の労働制度と働き方にある課題」

という資料をいただきました。 こういう課題があるので働

き方改革を進めなければいけないという説明でした。 正規 ・

非正規の不合理な処遇の差、 長時間労働、 ライフステージ

に合った仕事の仕方を選択しにくい単線型のキャリアパス等

が問題だと言われましたが、 本当のところは、 深刻な働き

手の不足がもう目の前に迫っているということです。 働き

手の確保が、 日本の国、 あるいは社会を維持するための喫

緊の課題であるということです。 そのためには誰もが働く、

事情があっても働けるということで、 働き手を確保せざる

を得ない。 そこまで差し迫った状況があると言われていま

す。

ー日本の人口の歴史的推移ー
「日本の人口の歴史的推移」の図については、 改めて説

明する必要はないかもしれませんが、 このように増え続け

てきた我が国の人口は、 もう頂点を超えてここから先、 大

変な勢いで人口が減る社会というのが見込まれています。

そして、 ただ単に減るだけではなく、 高齢者人口の割合が

増えて、 高齢者を支える若手、 働く人の人口比率が非常に

少なくなることが予測されています。 色々な課題の根底に

ある働き手不足が目の前に迫ってくる中で、 どうやってそこ

に対処していくかということです。

ー働き方改革実現会議ー
働き方改革については、 2016 年に「働き方改革実現推進

室」が設置されて、 2018 年 6 月に関連法案が成立しており
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ます。 そして、政府は9分野で改革の方向性を明示しました。

非正規の処遇改善 ・ 賃金引き上げ等々あるのですが、 長時

間労働の是正、 転職 ・ 再就職支援、 柔軟な働き方、 女性 ・

若者の活躍、高齢者の就業促進、子育て・介護と仕事の両立、

外国人材の受入れ、 これらをよく見ると、 深刻な働き手不

足をどう解決するか、 働き手をどう確保するかというところ

に直結していると思います。 確かに、少し規制が緩和されて、

外国人の受入れも増えてきていると思います。 ただ今後、

本当に働き手が不足したときに、 どうやって日本の国を支え

ていくかということを考えると、 単に外国人労働者を増や

すことだけでは、 おそらく対応できないものがあります。 日

本はその高度成長期時代から、 男性が長時間バリバリ働き、

女性が家庭で支えるというモデルで成功し経済発展をして

きたわけですが、 働く人数が減っているので、 そのモデル

だと立ちゆかない、 それならば、 働ける人みんなが働く、

そして、 そのためには、 女性、 高齢者、 若手など様々な方

が様々な働き方でとにかく働いていくことが必要だという

ことだと思います。

２．医師の働き方改革の背景と検討会議

ー「医師の働き方改革に関する検討会」についてー
これが国として、 働き方改革が必要な理由ということに

なりますが、 続いて医師はどうかというところを見ていき

たいと思います。 全体的な働き方改革は、 大企業において

は2019年の4月からスタートしていますが、医師に関しては、

5 年後からのスタートになります。 その理由は、 医師の働き

方に色々な特性があって、 一般的な働き方改革をすぐに適

用することが難しいというのがまず 1 点、 そして、 問題と

なるような長時間労働をしている人の割合が職種別に言う

と医師が最も多い、 というこの 2 点だと思います。

そういうわけで、 2 年間かけて検討することになって集め

られたのが「医師の働き方改革に関する検討会」です。 構

成員24名のうち医師は約半数で、その他の構成員としては、

看護師や他の医療職、 患者の代表、 法律の専門家、 労働の

専門家など、色々な方がいらっしゃいました。 医師の中には、

経営者の方、 地域医療を代表する方として岩手県立病院副

院長で自治医大出身の先生、 大学病院の代表者もいました。

そこになぜ私が呼ばれたかというと、 おそらく岡山大学、

岡山県において女性医師支援の仕事を過去 11 年にわたって

行っている中で、 働き方改革に繋がるようなことを実践し

ていたことが原因かと思ったのですが、 後日、 現場の意見

を言えるような立場の人という括りで入ったと聞きました。

いずれにしても、 平成 29 年の 8 月から平成 31 年の 3 月ま

で 22 回にわたって検討が行われました。
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ーなぜ医師にも働き方改革が必要なのかー
なぜ医師に働き方改革が必要なのかということで、 出て

きた数字的なものをご覧いただきます。 総務省のデータに

よると、 過労死ラインにほぼ近い週 60 時間以上労働してい

る者の割合が、 医師は 41.8％で、 全職種を通じて最も高い

数字になっています。 また、 平成 27 年度の勤務医 1 万人ア

ンケートによると、 自殺や死を毎週また毎日考える医師の割

合が 3.6％、 抑うつ中等度以上の医師が 6.5％です。 これ

は日本医師会のまとめたデータで、 私はこの数字を高いと

思いますけれども、 医師会の報告書には、 前回のデータよ

り少なくなっていて喜ばしいと書いてありました。 現場でこ

ういうふうに追い込まれた状態の方の割合が多いというこ

とです。 そして、 76.9％、 これはヒヤリハット体験がある医

師の割合ということになります。 結局のところ、 長時間労

働や非常に負荷が大きい仕事をする中で、 医師自身の健康

問題というものも考えなければいけないし、 また、 医療安

全という意味でも、 これは長時間労働だけが問題ではもち

ろんありませんが、 そういったことにも直結するということ

ではないかと思います。

ー第１回 医師の働き方についての自由討論ー
第 1 回の「医師の働き方改革についての自由討議」で出

された色々な意見を座標にしてみました。

「現在の医師の働き方には反対だが、 働き方改革にも反

対」という意見が一番多かったです。 地域医療を支えるた

めにやむなく長時間労働しているんだ、 今の状態が良いと

は思わないが、 しょうがない、 他に方法があるのか、 自分

が働かなければ地域医療が崩壊する、 目の前に患者さんが

いるのに働き方云々とか、 そういうのは問題じゃないという

意見が多く出ました。 医師は労働者ではない、 元々、 労働

と思って働いていないから、 働き方改革と言われてもそぐ

わないという意見もありました。

一方で、「今の働き方に賛成だから、 働き方改革に反対」

という意見もありました。 構成員の若い先生からは、 若手

の研鑽の機会を奪うことになるのでは、 仕事が特殊なので

やむを得ないという意見もありました。 また、 大学病院な

どは特殊性があるのではという意見もありました。

働き方改革は必要だろうが、 一気に導入すると医療提供

体制に問題を起こすのではないか、 現場に合わせた柔軟性

が必要なのではという意見もたくさん出ました。 また、 女

性医師も含めて事情を有する医師が働き続けるためには、

一時的にでも柔軟な働き方をする必要があるのではという

意見もありました。 こういった中で、 やはり無理だという意

見も非常に多くを占めておりました。

ただ、現状を見ると、より勤務時間が長いのは若手医師で、

20 代の男性医師の勤務時間は平均で 64 時間 59 分、 平均
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週に 90 から 95 時間ぐらいです。 平成 28 年から子育てを

始めて、 何が何でも保育園に迎えに行かなければならない

ため、 勤務時間は週 50 時間ぐらいに減っています。 ただ、

院内にいる時間は減ったけれども、 結局、 家に帰って残った

仕事をし、 家事 ・ 育児という労働をし、 そういう意味では

自分の労働時間は何一つ減ってはいないのです。 長時間労

働をやり続けてきたので、 これを解決する方法など考えた

こともありませんでした。 しかし、 何が何でも病院から帰ら

なくてはならないという事態になって、 どうしたら早く帰れ

るか、 どうしたら時間内にできるかということを、 初めて自

分事として考えるという経験をしました。

私は平成 9 年卒業で、 昭和世代の長く働いてずっと病院

にいるのが良いという価値観が染み込んでいましたが、 一

方で、 子育てをしようと思ったら、 何としても一定の時間に

帰るという働き方を考えなくてはなりませんでした。 自分の

価値観としては、 長時間労働は仕方がない、 ただ現実問題

として、 例えば、 子育てをする、 介護がある、 となると価

値観はさておき、 勤務時間を短くしないと物事は回らない

と日々悩みながら働いている中でこの検討会に参加してい

ました。

ー第５回 勤務医師の健康確保についてー
第 5 回の検討会で、 80 年代に小児科医のご主人が病院

の屋上から飛び降りて亡くなるという経験をされた中原のり

子さんが医師の過労死問題についてお話をされました。 私

も患者さんが目の前にいるのだから、 長時間労働は仕方が

ないとずっと思っていましたが、 中原さんに本当にそれで

良いのか、 もう１人も同じような犠牲者を出して欲しくない

と言われて、 その言葉を重く受けとめなければいけないと

思いました。 私の周りでも、 当直の後、 車で外勤先の病院

に行こうとして事故で亡くなったというような話は結構あっ

て、 そういう話を身の回りで聞いたことがないという人を

探すのが難しいほどです。

ー睡眠不足と健康、連続勤務と診断エラーー
我々は地域医療を守ることと、 医療人自身の健康を守る

ことをどう両立させていくかということを考える時期にある

のではないかと思います。 アメリカのレジデントのデータで

すが、 24 時間以上連続勤務をした後の交通事故の可能性は

オッズ比で 2.3 倍、 ニアミスだと 5.9 倍というデータがあり

ます。 そして、患者さんへのアウトカムに関係するものでは、

34 時間以上の連続勤務をすると診断のエラーが 460％増

えるなど、 色々な診断エラーが起きると言われています。

今の働き方に支えられて、 非常にアクセスの良い医療、 全

国津々浦々まである程度均霑化したハイクオリティな医療が

保たれているのは間違いないのですが、 患者の安全という

値で過労死ラインを超えているのです。 女性は全般的に男

性より少し勤務時間が短いのですが、 子供がいる女性と子

供がいない女性に分けると、 子供がいない女性の勤務時間

は、 男性と全く一緒で、 結局のところ、 年齢が上がってい

くといくらか少なくなるとか、子供がいる女性は少ないとか、

多少の差はあるが、 いずれにしても、 全体として長いとい

うことは間違いありません。

ー脳・心臓疾患の労災認定基準ー
精神疾患は少し別の基準ですが、 脳 ・ 心臓疾患では、 発

症前 1 ヶ月間に時間外 ・ 休日労働が概ね 100 時間を超えて

いることが労災認定基準になります。 時間外 ・ 休日労働が

月 100時間というのは、週 5日、月 20日間の勤務であれば、

1日5時間の残業になります。当直や休日労働をしなくても、

1 日 5 時間残業をして 13 時間の勤務、 週あたり 65 時間働

けばすぐに超えてしまうような時間です。 そのくらい働いて

いる人は結構いらっしゃるのではないかと思います。

ーこれまでのキャリアパスと勤務実態ー
私が厚労省に提出したデータでは、 臨床研修病院に勤め

ていた頃の勤務時間は、 週 1 回当直をして週に 80 から 90

時間ぐらいです。 労災認定基準から言えば、 はるかに超え

ています。 大学病院ではもっと長くて、 週 1 回当直をして
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ています。 医師が患者に対して、 義務があるのではなく、

医師が国に対して負担する公法上の義務です。 応召義務の

違反に対して刑事罰は規定されていませんが、 行政処分は

あり得るとされています。 ただし、 実例は確認されていま

せん。 また、 救急医療に関しては、 この応召義務は少し厳

しい内容があります。

勤務医も開業医や診療所の開設者も患者に対する義務で

はなく、 国に対して応召義務を持っているというのが整理

された内容です。 したがって、 厚労省の見解として、 応召

義務があるからといって長時間労働が容認されるわけでは

ないということが、 今回はっきりと示されました。

３．医師の働き方改革はどうなるのか

検討会は実際に時間外労働をどうするか、 目指す方向性

の議論にかなりの時間を費やし、規制のラインを決めました。

それが、 2019 年の１月の web ニュースになった「医師の時

間外労働 2,000 時間上限も 過労死ライン２倍 厚労省案」

です。 今年の１月に開かれた検討会が５時に終わり、 ５時 10

分にはこのニュースが出て、 結構な話題になりました。

－医師の時間外労働規制について－
検討会では、 時間外労働のＡＢＣ水準を決めることにな

りました。 Ａ水準は時間外労働を年 960 時間未満にすると

いうことで、 Ａ水準を満たすことが基本ラインです。 ただ、

960 時間を守ると地域の医療提供体制に影響が出るなど、

特例として認められる医療機関においては、 Ｂ水準が適用さ

れます。 そして、 Ｃ水準は病院ではなく個人、 プログラム

が対象です。 Ｃ１が研修医、 Ｃ２が専攻医ということで、 こ

れから専門医資格を取るためにトレーニング中の人というこ

とになります。

非常にセンセーショナルに言われた時間外労働の制限

2,000 時間というのは、 Ｂ水準の議論の時に出てきた内容で

す。 最初は 1,920 時間上限と言われていましたが、 その後、

1,860時間に落ち着きました。 医師の中には1,900時間以上、

要するに非常に長時間労働をしている人が約１割、 ２万人ぐ

らいいます。 このとんでもなく長時間労働している人をと

にかく減らして、 危険性の少ないレベルにというところで決

まったのが 1,860 時間ということです。 ただ、 1,860 時間以

上だと罰則があるというＢ水準に病院が認定されたとして

も、 いずれＡ水準に収束していくことが求められます。

結局、 早いか遅いかの違いはあっても、 病院としては時

間外労働 960 時間を目指していく必要があります。 そして、

医師の時間外労働 1,860 時間については、 先ほど紹介した

中原さんをはじめとする若手の産婦人科医が中心となって、

あまりにも非人間的だと厚労省に反対声明の署名をお出し

ことを考えると、 少人数で背負うということは、 本来リスク

が高いのです。 仕方がないと言わずに、 システムをどう改

善すべきか、 とにかく知恵を絞る時期ではないかと思いま

す。

重要なことは「地域医療の継続性」と「医療人の健康へ

の配慮」の両立ということになります。 患者の安全を考え

たときに、 医師自身も健康でなければいけない。 それを実

現するためには、 業務の見直しも必要ですし、 労働時間の

管理もいるでしょう。 その根本として３６協定がどうなってい

るかということのチェックも必要です。

そして、 現実的な具体策としてはタスクをシェアする、 シ

フトする、 産業医を活用し、 女性医師により活躍してもらう

というようなことが必要ではないでしょうか。 そこで検討

会を始めて約半年後に「医師の労働時間短縮に向けた緊急

的な取組」、 ６項目が挙げられました。 これらは各病院にお

いて緊急的に取り組んでほしいということで、 厚労省から通

達があった内容です。

ー応召義務ー
ただ、 これらを考える中で、 大きく問題になったのが応

召義務と医師の自己研鑽をどう考えるかという２点でした。

応召の義務は、「正当な事由がある場合を除いて、 診察

をしなければならない」という昭和 30 年の省令が元になっ
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になりましたが、 結局、 覆ることはありませんでした。

アメリカの研修医には、 週 80 時間の労働時間制限があ

ります。 これを時間外労働に換算すると大体年 1,900 時間

ぐらいになりますから、 研修医に関してはアメリカのルール

と同じぐらい、 そして、 Ｂ水準の病院もアメリカの研修医並

みの労働時間が上限と考えていただいたらよいかと思いま

す。

Ｂ ・ Ｃ水準は、 連続勤務時間制限（28 時間）と勤務間イ

ンターバル（９時間）の確保が義務になりますから、 その義

務を履行するのは、 結構大変だと考えられます。 先ほど１割

ぐらいの方が非常な長時間労働をしていると言いましたが、

そういう方がどこに分布しているのかを見ると、 勤務時間

が週 80 時間を超える者がいる病院 ・ 大学病院の約９割、 救

急病院の約８割ということになります。 これは大学病院や救

急病院の人がみんな長時間労働しているということではな

く、 そういう人がいる割合なので、 実際の人数とはまた違

うかもしれません。 しかし、 救急病院、 大学病院は、 勤務

時間の短縮がかなり困難だということだと思います。

そして、 勤務時間の短縮が行われたときに次に何が起こ

るか、 地域医療提供体制への影響を考えなければならない

と思います。 岡山大学の医師による非常勤での診療支援状

況ですが、 県北については、 全体の約３割が、 外勤の医師

派遣ということになっています。

大学病院に勤務している医師に関しては、 時間外労働

960 時間を守るためには、 大学病院にいる時間と外勤に行

く時間を全部合わせて 960 時間ということが求められるの

で、 外勤に行くことがかなり難しくなる可能性もあると考え

ています。

４．今後の方向性と地域医療

－明確になった点－
2024 年以降の時間外労働時間の上限については、 基本

形のＡ水準で年間 960 時間、地域医療確保暫定特例水準（Ｂ

水準）と集中的技能向上水準（Ｃ水準）で 1,860 時間とい

うのが決定されました。 Ｂ ・ Ｃ水準の医療機関では連続勤務

時間制限（28 時間）と勤務間インターバル（９時間）が義

務化されるので、 長時間かかると予測される手術をする外

科医が次の日も勤務する事は難しくなるので、 シフトをよく

考えなければいけないということにもなります。

応召義務についての考え方が明確になりました。 また、

宿日直の考え方に関しても７月１日に新たな文書（労働基準

局発 0701 第 8 号「医師、 看護師等の宿日直許可基準につ

いて））が出されております。 更に、 労働と自己研鑽を区

分けする考え方が提示されました（労働基準局発 0701 第 9

号「医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について」）。
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が労働ということにはならず、 自己研鑽と区分けするルー

ルを決めていく必要があります。

そして、 当直に関しては、 急変対応と救急対応などが多

い場合は、 当直ではなく夜間勤務とすべきだということで、

割増料金の支払いや翌日の休みが必須になります。

－医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組の概要－
今後に向けて、 地域医療構想と働き方改革は連動せざる

を得ないと思います。 労働時間が長くなるのは大学病院と

大学病院以外では救急医療を担っている施設で、 個々の

医療機関の独自の努力のみでは解決し得ない部分が多くあ

ります。 救急をどのように担っていくのか、 集約するのか、

輪番制にするのかといった議論も必要になってくると思いま

す。 また、 医療機関内での勤務時間管理の徹底とともに、

医療機関同士の連携も一層必要になってくると考えられま

す。 大学病院の医師の働き方の変化によって地域医療提供

体制あるいは救急医療提供体制に影響が出る可能性もある

と考えます。

そういう状況を踏まえると、 住民や患者さんの理解を得

ないと働き方改革を進めることは難しいと思います。 この

検討会でもいかに患者さんや国民のご理解を得ていくかと

いうことはさんざん話が出ました。 その結果、「上手な医療

のかかり方を広めるための懇談会」が発足し、 デーモン閣

下が構成員になるなどメディアでも取り上げられることにな

りました。 どのようにご理解いただくかということを併せて

進めていくことは必要だと思います。

医師の働き方改革には、 職種を越えた連携、 あるいは住

民の方のご理解が必要になると思います。 労務管理につい

ては、 他の職種ではすでにかなり徹底していて、 おそらく

医師が一番進んでいないと思います。 他の職種と同様に医

師の労務管理の徹底が必要になります。 そして、 医師の労

働時間を減らすためだけではないですが、より進化したチー

ム医療をしていくことが必要になります。 タスクシフトの推

進とより踏み込んだチーム医療が求められると思いますし、

こういった取り組みは、 医療安全に直結する内容だとも思

います。 そして、 女性医療人の活躍も鍵になると思います。

以上になります。 ご清聴いただきましてありがとうござい

ました。

そして、 医療勤務環境改善支援センターの役割強化、 都

道府県の役割強化で、 おそらくＢ水準の施設の選定等に都

道府県が関わることになると思います。 厚労省が９月にもう

一度、 医師の勤務実態を調査すると言われています。 調査

を依頼された場合には、 ぜひ現場の状況をご報告いただけ

たらと思います。

先ほど申し上げたとおり、 70 年ぶりに労働基準局から自

己研鑽と宿日直基準について通達が出されました。 就業時

間は何をしていても全部労働になりますから、 自己研鑽か

労働かの区分けを考えなければいけないのは、 就業時間外

ということになります。 就業時間外は、 病院に居ても全部
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Ⅵ．基調講演「地域医療と働き方改革」

（片岡先生）

今回提示したデータは、 地域医療人材育成講座を岡山県

の寄附講座として作っていただいた時に、 地域医療支援セ

ンターと協働で、 岡山大学の各医局外勤の状況をお聞きし

て集めたものです。

参考 ： 岡山県医療機能情報 2019 年 3月末現在、 県北３圏域

の医師に占める非常勤医師の割合、 常勤換算で 23％、 実

数で 60％）

（岡山大学病院　消化器外科　吉田医局長）

例えば、 4 年後に大学病院、 救急病院がＢ水準を取るとい

う段階になったときには、 各病院が手挙げをして国が認める

ような形になるのか、 具体的な手続きの方法が決まっている

のでしょうか。 また、 例えば、 Ｂ水準になった場合は、 時間

外が 1,860 時間であれば、 どんな施設も労使協定の時間外

の上限を大幅に超えてしまうと思うので、 労使協定を結び直

すということが求められてくるのでしょうか。 現時点でわかっ

ていることがあれば教えていただきたいです。

（片岡先生）

まず、 Ｂ水準の施設をどのように決めるかは、 実はまだ

決まっておりません。「第１回 医師の働き方改革の推進に関

する検討会」が 7 月に開かれたばかりですが、 どのように

してＢ ・ Ｃ水準を認定するかという具体的な計画が出ていま

す。 決まっていないことが多いのですが、 おそらく第三者

が評価をする、 実際にＢ水準を決めるのは都道府県になる

と言われています。 ただ、 県の中のどこがというようなこ

とは決まっていません。 各都道府県に設置されている勤務

環境改善支援センターの役割は大きいと言われていますが、

具体的に構想はあるけれど、 まだ決まっていないというの

が実情です。

研修医や専攻医はプログラムとして 1,860 時間が上限に

なっても、 病院がＡ水準になってしまったら、 指導医は早く

帰り、 若い先生だけが病院に残っているというようなこと

が起こってしまうので、 大学病院や研修病院がＢ水準を取

るのか取らないのかというあたりは、 かなり議論になるかと

思います。

また、 36 協定の結び直しは、 必要になると思います。 大

学の場合は、 大学全体の 36 協定から病院だけがかなり逸

脱することになりますが、 逆に結び直しをしないで、 大学

の他の教員と同じ 36 協定だと現場と大きく乖離することに

なるので、 そのあたりも議論が必要ですが、 基本的には 36

協定の範囲内でということです。

質疑応答

（岡山県医師会　合地常任理事）

本日は岡山県医師会の立場で出席しています。兼業した場

合は副業の時間を労働時間から外すという意見が出ていると

聞いていますが、 この動きはどうなんでしょうか。

（片岡先生）

少なくとも、「医師の働き方改革に関する検討会」が行わ

れた 2019 年３月までは、 メインの就業先が副業も含めて管

理をし、 全部まとめて労働時間であると結論付けられてい

ました。 ７月から次の段階の「 医師の働き方改革の推進に関

する検討会」が始まっております。 3 月までの検討会では

大枠しか決まっていないので、 7 月から半年をかけて、 具体

的な面を詰めることになります。 まだ１回しか行われてない

のですが、 おそらく副業に関してどうするかというのはこれ

から議論になっていくと思いますので、 また最新のことが

わかりましたらお伝えしたいと思います。

（合地常任理事）

タスクシフトに関して、 具体的にどのような領域でどの程

度まで可能かというようなことは議論されているのでしょう

か。

（片岡先生）

厚労省がどういうタスクシフトをしたら、 何時間ぐらい労

働時間が減るというようなシミュレーションをして検討して

います。 ただそれは、 今現在ある仕組みの中でこのように

シフトしたらということで、 それほど大幅に減ってはいない

試算でした。 その中では、 メディカルクラークに書類業務等

の事務作業をシフトすることが、 具体的に有効であると言

われています。 また、 医療行為にほぼ近いことに関しては、

今までかなり長い講習を受けて少しずつ取得していた看護

師の特定行為をパッケージ化してある程度まとめて技能取

得を認定しようという案を厚労省は持たれています。

それから、 ナースプラクティショナーに関しては、 まだま

だ数が少ないですし、 現実的に全てのところへ取り入れる

ことができるのはもっと先かもしれないですが、 その果た

す役割はかなり大きいということで可能性が期待されてい

る部分だと思います。

（真庭保健所　西田所長）

岡山大学の外勤の先生が地域を支えている割合は出てい

たのですが、 岡山県には川崎医科大学もあります。 全体で

どれぐらいといったデータはあるのでしょうか。
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（岩瀬専任担当医師）

片岡先生の基調講演にもあったとおり、 医師の働き方改

革では、 医師、 特に病院勤務医の健康確保と必要な医療の

確保の両立を目指しています。 医師も労働者であり、 適度

な睡眠時間を確保しなければ、 適切な医療を行うことは難

しくなります。 こういった総論に反対する人はおられないか

と思いますが、 今までの日本の医療は、 医師の自己犠牲的

な長時間労働に支えられてきたというのも事実です。 どの

ようにして医師の健康を守りながら医療の質を保っていくの

か、 そのために関係者はどう対処すべきなのか、 このパネ

ルディスカッションの中でそれぞれの立場の方々からご意見

をいただきたいと思います。

規制が始まるのは 2024 年からですが、それに向けて徐々

に体制を整えていく必要があります。 いきなり変えることは

できませんが、 医師の労働時間が短縮されることは目に見

えているわけです。 できるだけ提供する地域医療の量を減

らさない、 質を落とさないためには、 それぞれの立場の中

でどういった対策をしていけばいいのか、 何が求められて

いるのかという事について、 パネリストの方々からご意見い

ただければと思います。

まず、 則安参与からご意見いただければと思います。

（則安参与）

今、 労働者としての医師の適正な勤務環境をいかに整え

ていくかということが大きな課題になっています。 国から都

道府県には、 医療分野での勤務環境改善に取り組むため、

法的に位置づけられた医療勤務環境改善支援センターの設

置が求められています。 岡山県では岡山県医師会に委託し

て岡山県医療勤務環境改善支援センターを設置し、 そこか

ら各医療機関に向けて、 勤務環境改善の取り組みをお願い

をしているところです。

まず、 管理者あるいは開設者が勤務環境を改善していく

という誓いをしっかり立てて、 それを現場に伝えます。 それ

ぞれの現場では勤務環境改善に向けた計画を立て（P)、 そ

れを実施して（D)、 評価（C)、 改善（A) と取り組みを進化

させていくというのが大まかな概要です。

これまでの医療は、 医療者が自己犠牲を払い、 患者さん

のため、 地域のために奉仕する、 献身することによって支

えられてきました。 働き方を変えるというのは、 現場に大変

な負担がかかるので、 今、 求められてもなかなか難しいと

いうような声もあります。 それでも、 期限を決めて、 今後

5 年間のうちに大きな変革を実施するというのが、 国の目

指すところだと思います。

産業界では数年前から働き方改革を進めており、 勤務時

間を短くしたにもかかわらず業績が上がったという事例もあ

ります。 これは国全体で認識されていることで、 同じこと

が医療の中でも求められたということです。 勤務環境改善

に向けた取り組みは、 看護分野ではかなり先行しております

Ⅶ． パネルディスカッション 「地域医療と働き方改革」

パネラー：岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 地域医療人材育成講座 教授 片岡 仁美

岡山県病院協会 会長 難波 義夫

岡山県愛育委員連合会 会長 岡﨑 文代

岡山県保健福祉部 参与 則安 俊昭

司    会：岡山県地域医療支援センター 岡山大学支部 専任担当医師 岩瀬 敏秀



24

Ⅶ．パネルディスカッション「地域医療と働き方改革」

が、 今後は医師も含めてしっかりと進めていくことが求めら

れているということだと思います。

（岩瀬専任担当医師）

非常に美しい絵を語っていただきました。 そういうふう

に動かなければならないと思うのですが、 実際に現場はど

ういうふうに進めていけばよいのか、 ドクターという非常に

気難しく誇り高い人たちに言うことを聞いてもらえるのかと

いったことを含めて経営者の立場から、 難波会長のご意見

をいただければと思います。

（難波会長）

皆さんもご存じのように、 今、 働き方改革の時間の問題、

数字だけが 1人歩きしているような感じがします。

厚労省は、 2040 年を展望した医療提供体制をどのよう

に持っていくかということで、 地域医療構想、 働き方改革、

地域及び診療科の医師の偏在対策、 総合診療専門医の確保

等の改革を三位一体で進めようとしているわけです。

医療の特性として、 不確実性、 公共性、 高度の専門性、

技術革新と水準向上に関するもの、 いわゆる地域医療も大

切ですけれども、 我々医師は医療 ・ 医学の進歩というもの

にも関わっているわけで、 今日は地域医療の方からの切り

口のですけれども、 そういった医学の進歩等も考えて、 こ

ういった医療の特性を担保しながら、 働き方改革を進めて

いくことが非常に大切だと思います。

具体的に申しますと、 地域医療を担っている我々のよう

な地域の中小病院は、 基調講演で片岡先生がおっしゃられ

たように、 大学病院等の非常勤の先生方の御協力なしには

やっていけません。 また、 中小病院で常勤医が少ない中、

地域の二次救急的なものを担っている病院は救急 ・ 夜間 ・

休日の時間外の患者への対応等がかなり厳しく、 それを宿

日直ではなく勤務だと言われると、 やっていけないような

気がします。 医師が多ければある程度は回るのですが、 地

域に配置される医師が少ないので、 なかなかそういうわけ

にはいかず、 地域医療を守れるかどうかということが非常

に問題になってくると思います。

ということで、 働き方改革は時間外の数字だけではなく、

全体のバランスをもって、 例えば、 医師の偏在対策などが

中心になって、 そのあとで時間が付いてくるような議論に

なっていけば我々としては非常にありがたいという感じがし

ます。

（岩瀬専任担当医師）

現場としての非常に厳しい感覚をお話いただきました。 こ

のような病院の経営者の立場からのご意見というのは、 医

療関係者が聞けばわかるのですが、 住民の方々はご存じな

のでしょうか。 逆にご存じでなければ、 それを知っていただ

かなければならないと思うのですが、 岡崎会長そのあたり

いかがでしょうか。

（岡﨑会長）

医療の受け手側、 患者にできることは、 適正に医療を受

けるという意識を持つこと、 そして、 片岡先生のお話の中

にもありましたが、 医療現場の現状を正しく理解することが

大切だと思いました。

そのためには、 自分の体や健康に関心を持ち、 病気の症

状や家庭での対処方法、 また病気の予防などの知識を持つ

こと、 身近なかかりつけ医を持ち、 早めの対応ができる状

況を作ること、 夜間や休日よりもできるだけ日中に受診す

ること、 正しい医療の情報が得られるチャンネルを多く持ち、

#8000 のような電話相談などを利用してすぐに救急車を呼

ばないことなどが挙げられます。

愛育委員会としては、 検診の受診勧奨やかかりつけ医を

持つことなどの普及啓発、 出前講座等による病気の予防や

家庭での対処方法などの知識の普及啓発をしています。

（岩瀬専任担当医師）

住民も変わらなければ、 利用者として適正な使い方をし

なければという意識を持って活動されていることは非常に

心強く思います。 岡山県では、 愛育委員という素晴らしい

組織が活動をされているわけですが、 住民が自分たちで伝

えていくことには限界があろうかと思います。 これをもっと

広く伝えていくためには、 行政の力が必要かと思うのです

が、 則安参与いかがでしょうか。

（則安参与）

非常に難しい課題だと思います。 先ほどお話がありました

小児の #8000 という電話相談事業について、 岡山県はか

なり重点的に取り組んでいます。 他県では高齢者も含めた

電話相談事業などに取り組まれているところもありますが、

スタートしたら後には引けないので、 どこまで有効なのか、

慎重にしっかりと効果を確かめた上で判断する必要があると

思っております。

例えば、 健康相談で住民に対して「○○のような症状が

あれば “専門医” を受診してください」という言い方をす

ることがあります。 また、医療連携体制の構築にあたっては、

“専門医” の資格取得者が施設要件であったりします。 しか

し、 今はかかりつけ医の重要性が求められておりますので、

「医療機関を受診してください」という言葉にとどめるのか、

「“専門医” を受診してください」という言葉を使うのか、 そ

のあたりの働きかけも考えていかなければなりません。

また、 病院に入院していれば、 患者さんが亡くなるとき
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には、医師がベッドサイドにいるというのが、これまでの常識、

文化でした。 しかし、 在宅医療が普及する中、 在宅で看取

りをすることになると、 そこに医師がいるというのは非常に

厳しく、 ご家族で見送っていただき、 朝になってから医師が

赴いて、 死亡診断をするという話も聞いています。 医師が

どこまで看取りの瞬間に立ち会うのかということも冷静に考

えていく必要があります。

また、 医療機関では、 患者さんやご家族に対する説明等

を勤務時間内にお願いをするというようなことも始められ

たと聞いています。 これまで、 患者さんの家族が「夜しか

行けません」と言われれば、「夜 8 時に待っています」とい

うような対応されていたところを、 患者さんやご家族に良

い環境を作りながら、 少し効率化していくというのは、 行政

も含めて、 今後、 対応の可能性があるかと考えています。

（岩瀬専任担当医師）

今後、 新しい文化を作って、 医療の適正な受け方を一般

に広めていくことが必要なのだろうと感じました。

本拠地は大学病院など都市部にあっても、 地方に出向い

て支えていくという働き方でなされていた医療提供の文化

が、 この先、 厳しくなっていくというお話が片岡先生からあ

りました。 しかし、 これが完全ゼロになってしまうと大変な

ことになります。 どのくらい減ってしまうのか、 どの程度残

していくことができるのかといったあたり、 予想でも結構で

すので、 片岡先生から何かご意見があるでしょうか。

（片岡教授）

大学病院そのものが働き方改革をどうするか、 というと

ころがまだ進んでいないのが現状です。 診療だけではなく、

研究、 学生教育など長時間労働をしている中で、 自己研鑽

と仕事の切り分けから始めているところなので、 まずは大

学病院の中での勤務時間をある程度抑え込むというところ

が難しいと思っています。 副業を別扱いにすることになれ

ば、 また全然話が違いますが、 労働時間に含まれることに

なった場合の予測は、 今の段階ではなんとも言えないとい

うのが正直なところです。

事前の打ち合わせで、 大学院生はどうなるのかというご

意見がありました。 大学院生であれば雇用関係はないとい

う意味では、 外勤、 地域の病院で働くことが主たる業務に

なるので認められるのではないのかと思います。

まだ、 はっきり申し上げる段階にはないと思いますが、 大

学病院も一つの病院としてどうやってこの課題に取り組んで

いくかというところに直面している段階です。

先ほどおっしゃられた患者さんやご家族への説明を勤務時

間内にするということは、 病院長がかなり早い段階で病院

の決定事項としており、 貼り紙もしています。 実際にそれが

全て守れているかどうかは別として、 そういうスタンスであ

るということを表明したり、 あるいは発信したりするという

ことは大事だろうと思っています。

（岩瀬専任担当医師）

ありがとうございます。 まさに今進行中の話であってすぐ

に結論が出せるものでもなく、 望ましい方向に関係者が努

力して進んでいくことが大事だと改めて感じました。

医療の質は費用（cost）・ 受診のしやすさ（access）・ 質

（quality）の三つで評価されますが、 全てが同時に成り立

つことは難しいと言われています。 今までの日本の医療の

質は、 医師を含めた医療者の長時間労働によって支えられ

てきましたが、 これを改革しようとすると、 タスクシフティン

グが必要になる訳です。 メディカルクラークを雇いましょう、

インターバルが必要だから代わりの人を雇いましょう、 とす

るとコストはどうしても増えてしまう流れになるのではない

かと思うのですが、 そのコスト管理に直結する立場であると

ころの難波会長いかがでしょうか。

（難波会長）

確かに、 非常に難しい問題です。 私が医者になった 50 年

近く前は、 患者１人に対してすることが少なかったんです。

今は、 1 人の患者が中心にいて、 その周りに医師や看護師

がいて、 リハビリ ・ 栄養指導 ・ 服薬指導等、 多職種によって

支える医療ですから、 当然、 人件費等のコストがかかるわけ

です。 そういう医療を進めながら、 国は医療費を削減しよ

うとしてるわけです。 方針とお金を出すのは別問題だとい

うような感じがします。

メディカルクラークを導入してタスクシフトすると導入前と

比べて文書作成が非常に楽になりました。 また、 文章の質

も上がってきたので、 非常に楽になりました。 整形外科の交

通事故等、 色々な診断書をクラークの方々が書いてくださ

るので、 医者は最終チェックをするだけになっています。 し

かし、 医療事務作業補助体制加算は、 雇ったクラーク分の

経費を十分にペイできるものではありません。

それからもう一つは、 医師の代わりをしてくれる認定看護

師です。 ただ、 あまりタスクシフトをすると、 今度は看護師

の仕事ばかりが増えて、 看護部の方からいかがなものかと

いった声が出てくる事になります。 それでも医療に係る色々

な仕事や作業が増えています。 医師がしなくても、 他の人

にその作業はついて回るわけですから、 結局、 医療費とい

うのは上がっていくわけです。

日本の国民皆保険は良い制度なんでしょうが、 この制度

の中でこれから上がっていく医療費が全部賄えるかどうか

は疑問に思います。 いつか根本的に見直したり、 改良したり

していく必要性が出てくるのではないかと思います。
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わが病院でも、 2019 年 4 月から医師を含めた職員の勤

務管理をきちんとしています。 医師については、 紙ベース

ですが、 医師以外はタイムレコーダーで 1 分単位で時間外

を計算するので、 コストが非常に増えています。 年間で数

千万円程度の時間外手当が増えますから、 そういう面では

経営を圧迫することは事実ですので、 戦々恐々としており

ます。

（岩瀬専任担当医師）

現場の改革の状況をお伝えいただき、 ありがとうござい

ました。

医療の質を高めようとすると、 どうしてもコストがかかっ

てきます。 そのコストを保険や税金だけではなく、 住民自身

も患者負担という形で払っているわけなんですが、 そういっ

た意識が患者さんにはおありなのでしょうか。 この値段がど

ういう理由で付いていて、 この治療を受けるためにはこの

値段は仕方がないんだという意識でいらっしゃるのでしょう

か。 医療費はとにかく安ければいい、 医者は長時間働いて

自分に尽くしてくれればいいと思っている方も世の中にはお

られるかもしれないですが、 その辺りは、 病院の中にいて

もわかりません。 医者同士で話をして、 こういった話はこ

う進めなきゃならないというのはありますが、 ニーズの側、

受益者側としていかがなのかといったあたりを岡﨑会長に

ご意見をいただければと思います。

（岡﨑会長）

今お話聞いていても非常に難しい問題なんですけれど、

どれほど医師にお金がかかろうが、 病院の中の事情がどう

であろうが、 時間外であろうが、 患者にとっては病院に行っ

たときにきちんと診てくれるというのが一番の基本です。 例

えば、 救急車で行っても、 そのときに診られる医師がいな

いから受け入れられないといって他所に回されるようなこと

がないのが一番良いです。 病院や医師の立場としたら、 受

け入れられないこともあるのかもしれませんが、 受ける側と

しては、 やはりいつでも、 行きたい時に、 行きたい病院で、

希望する先生に診てもらいたいというのが本音だと思いま

す。

（岩瀬専任担当医師）

率直なご意見ありがとうございます。 大変なコストがかか

るものが、 保険のおかげで、 安く提供されているんだとい

うことを岡﨑会長のように知識がある方でも、 難しいなと

思われるわけです。 それを余り知識がない人にどれだけ分

かっていただけるか、 それを文化として根付かせることが

出来るのかというところが気になります。

（岡﨑会長）

そういうことを患者側は本当に知らないと思います。 で

すから、 広報や病院からの手紙 ・ 掲示物など、 色々な方法

で患者に伝えるということが大切です。 伝えていかないと、

何にもわかりません。 病院で目にすれば、 こういうことで

上がっていくんだ、 高くつくんだ、 本当は大変なんだとい

うことがわかると思います。

（岩瀬専任担当医師）

ありがとうございました。 広報することが大事だというこ

とが改めてよくわかりました。 少々暗い気持ちになりがちな

んですけども、 それでもこうすればもっと医療を良くできる

ということを、 パネリストの先生方から伺えたらと思います。

まず、 則安参与にお願いします。

（則安参与）

今、 お話を伺った岡崎会長は県民の代表ということでこ

こに座ってくださってますが、 最も理解のある県民のお一

人で、 そういった方が肌で感じていることこそが現実だろ

うと思っています。 おそらく住民の方々は、 受けるサービス

とそれに対する負担のバランスというものを感じることはな

いでしょう。 しかし、 そのバランスを意識していただくよう

な働きかけが必要ではないかと思っています。

また、 例えば救急で受診した時に、 一般的にはまず総合

診療的な見方、 トリアージがされて、 多くはその場で対応

できると思うのですが、 患者さんの方が専門医を求める場

合があると聞いています。 過度の専門医志向で、 医療機関

も苦しくなるし、 患者も専門医に診てもらえるのが当たり前

だと思っているのに実現されないことで不満に思ったり、 受

診しにくくなったりという事があろうかと思います。 この辺

りで、 総合診療や総合診療的な診療能力を身につけるため

に作られた初期臨床研修制度について、 しっかりと普及して

いく必要があるのではないかと感じています。

岡山大学病院では説明は勤務時間内にすることを明示し

ているというお話がありましたが、 これはすばらしいことだ

と思います。 他の病院でもそういう姿勢を患者さんに示し

ていただいて、 もし不満を抱かれて岡山県の医療安全支援

センターに苦情が来たとしても、 それは当然のことですよと

お答えするというような地道な積み重ねをしながら、 文化

を変えていく事が大事だと思っています。

（岩瀬専任担当医師）

どうもありがとうございました。 岡﨑会長、 いかがでしょ

うか。
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（岡﨑会長）

患者さんから、入院していても、先生が見舞ってくれない、

症状もあまり説明してくれないという意見を多々聞きまし

た。 先生も忙しいから、 病状や症状は自分から聞くようにと

伝えたのですが、 自分からはなかなか聞けないので、 先生

から話してほしいということでした。 忙しくても 1 日に 1 回

ぐらいは、 顔を見せるというような心遣いも必要かと思い

ます。 まずは、 患者さんへの対応の仕方も考えながら、 働

き方改革も考えていただきたいと思いました。

（岩瀬専任担当医師）

ありがとうございました。 とても大事な視点だと思いま

す。 医療現場は苦しいということだけを訴えて、 患者さん

に我慢しろと言っても受け入れられないと思います。 今、 自

分のためにこれだけのことをやってくれているということ

が、 患者さんにきちんとわかる形で伝えていくというのは、

とても大事なことだと思います。 難波会長いかがでしょう

か。

（難波会長）

最初に、 働き方改革は時間外労働を制限する数字だけが

先走ってる感じがするという話をしましたけれども、 基本的

に医師 ・ 看護師等を含めたほとんどの医療従事者というの

は、 患者さんに寄り添った医療をしたいのです。 働き方改革

で制限を受けると、経営者や事務方は、余り時間外をするな、

罰則に当たるような時間外はなるべく少なくして効率よく働

いてくれというようなことを言います。

例えば、 朝少し早めに出勤して、 電子カルテでその日の

患者さんを把握しようとします。 しかし、 それをするなと言

われてしまうために、 仕事場全体がちょっとギクシャクしてし

まいます。 経営する側は労基署が入ってきて罰則などが付

けられることを心配して、 時間外を必要以上に制限しすぎる

のだけれど、 それでも分単位で時間外手当は出さなければ

ならないし、 もう少しどうにかならないかと思います。

従業員が喜んでいるだけではなくて、ちょっと働きにくい、

働き方改革になっているのではないか、 中には、 悪用する

人もいますが、 ほとんどの医療従事者は、 むしろ窮屈な働

き方になっているような気もします。

そのためには、 もう少し考えて余裕を持った人員配置が

できればいいのだろうと思います。 岡山県全体を見ると、

かなりの医師偏在がありますので、 その辺を県なり、 支援

センターがうまくコーディネートをして、 もう少し余裕を持っ

た医療従事者の働き方ができたらいいと思います。

特に県北の中山間地域では、 外来機能も落ちているよう

です。 医師については地域枠制度のように、 県北の医師少

数地域に配置できるような制度がありますが、 看護師や介

護士、 事務員等は、 そういう問題の根本的な解決策があり

ません。 今後、 医師以外の人員が足らないために、 色々な

事業を縮小、 あるいは畳んでいかざるを得ないという事が

出てくると思うのですが、 その地域の医療 ・ 介護が、 ある

程度担保できるように、 人員をローテ―トできるような体制

ができればいいなと感じています。

（岩瀬専任担当医師）

望ましい働き方と言いながら、 窮屈で本当にやりたい医

療やもっと患者さんに尽くしたいということができなくなっ

てしまうのは、 本末転倒な気もします。 うまくバランスを取

るためには、 会長が言われるように余裕がないとできない

という事かと思います。 その余裕を作るためには集約化と

いう話も進めていかざるを得ないのだろうかと感じました。

片岡先生いかがでしょうか。

（片岡教授）

ありがとうございます。 働き方改革の検討会は、 22 回あ

りましたが、 そのうちのほとんどが実際には時間制限の話

ではなくて、 医療提供体制をどのように守っていくか、 偏
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在対策をどうするか、 診療のクオリティを下げずにどのよう

に最適な対策がとれるかという話でした。 非常に長い時間

をかけて話し合いましたが、 最終的に、 時間的なラインを決

めるという大目標がこの検討会に課せられていて、 その時

間のラインを決めると、 1,860 時間という数字が 1 人歩きし

て、 殺す気か、 炎上だというような感じで大騒ぎになりま

した。

結局、 数字がでると、 何か罰則で締め付けられるという

ような受けとめられ方をするのだなという印象をもってい

ます。 けれども、 本当に大事なのは数字ではなく、 患者さ

んの健康と医療者自身の健康というのは、 どちらかが犠牲

になって良いものではないので、 どちらも満たしていくため

の方策を考えるということだと思います。 幸い、 他の職種

と比べると、 5 年間の猶予がありますので、 みんなで知恵

を絞りましょう。 患者さんに全力で尽したい、 今できるベス

トを尽くしたいというのは皆さん思っておられること、 医療

人の生きがいですし、 患者さんのためにならない改革であっ

ては、 本気でやろうというモチベーションが湧かないと思

います。 地域の医療を守るということと医療人の健康を守

るという事を天秤にかけるのは難しい、 両方が大事という

ふうに言わざるを得ないと思います。

勤務時間が長ければ過労死かというと、 そうではないと

いうデータもたくさんあります。 やりがいがあって、 裁量権

がある仕事は過重であっても、 健康被害が起こりにくいと

言われています。 そういう中で時間だけに注目することの

問題点はあると思いますが、 5 年間という長いようで短い

この期間に何ができるか、 本気で考えていく必要があると

思っています。

岡山県は全国的に見ると、 医師不足地域にはなっていま

せん。 全国で 5 番目に医師が多いとされています。 そのお

かげで、 専門医に関しては募集定員にシーリングがかかると

いう目に遭っています。 国のレベルでは、 医師が多いとい

う扱いになっていますが、 偏在で不足している地域があり

ます。

一つ言えることは岡山県には、 今日このような会がある

と言うこと自体、 本当にすばらしいことで、 行政と地域の

医療機関、 医育機関である大学、 そして、 地域枠というの

が非常に上手く機能しているのではないかと思っています。

地域枠卒業医師の皆さんや地域医療支援センターをはじめ

とする色々な当事者やステークホルダーの方々が一堂に会

することができるというのは、 他県ではあまり例がないこ

とだと思っています。

働き方改革は日本全国共通の課題で、 5 年後にはやらな

ければいけないということも共通しておりますけれども、 実

際それで何をやるのかというのは、 現場に任されている部

分が、 実は結構たくさんあります。 まだ決まってないところ

がたくさんあるにもかかわらず、 実際にやらなくてはならな

いことはもうわかっているのです。 岡山県の医療圏は、 そ

れをやらされるのではなく、 能動的に現場に合ったより良い

ものを作っていくことができるのではないか、 岡山から発信

していくぐらいの勢いでやっていけるのではないかと思って

います。 どうせやらなくてはならないのであれば、 やらさ

れるのではなく、 能動的に何か新しいことをやっていけたら

と思っています。

そして、 先ほど岡崎会長から患者さんのご意見として、 入

院中にあまり医師が来てくれないとか、 説明が足りないと

いうことをお聞きしました。 私は研修医 2 年目の時に、 患

者さんの入院時にはきちんと説明をしたし、 検査結果も紙を

渡して、 全てひとつひとつ説明した、 それにもかかわらず、

全然説明してもらっていないと言われて、 ショックを受けた

ことがあります。 こんなに説明してるのに、 何が足りないん

だろうと思いましたが、 よく考えてみると、 入院のときの説

明も検査結果の説明も全てベッドサイドでしていました。 本

人に別室に来てもらって、 腰を据えて説明しなかったので、

これだと思いました。 それ以降、 大事なことは別室に来て

いただいて、 きちんと腰を据えて説明しています。 医師が

ある程度時間をかけてやっているにもかかわらず、 伝わら

ない事があるのだとその時の経験で思いました。 患者さん

と医師は VS の関係ではないので、 より良い関係をお互い

に歩み寄って作っていく事が大切です。 それは単に時間だ

けの問題でなはなく、 考えらるれることはたくさんあるので

はないかと思いました。

（岩瀬専任担当医師）

ありがとうございます。 個人的な見解ではありますけれ

ども、 全国津々浦々行ってみて、 地域医療がうまくいって

る現場というのは、 患者さん、 住民の皆さんと行政、 医療

者の三者の関係が良好であることが多いと感じます。

地域医療の課題は、 岡山市と県北では大きく違います。

地域によって全然課題が別物だったりしますので、 共通の

課題を持っている人たちが集まってちゃんと同じ方向を向い

て頑張っていくということが、 こういった難しい問題を解決

するための第一歩なんだろうなと思います。

パネリストの皆様ありがとうございます。 もう少し時間が

ありますので、 フロアの皆さんからぜひ聞きたいという声が

あれば対応したいと思います。

（高知県地域医療支援センター 脇口センター長）

厚労省は、 原則は決めるけれども、 現場に全ての責任を

押し付けていると言っても過言ではないと思います。

例えば、 先ほど県で、 医療勤務環境改善支援センターを

作って色々おこなっているという話でしたが、 本来は国が
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Ⅴ．パネルディスカッション「地域医療と働き方改革」

強力な力でマスコミを動かすようなことをしないと、 なか

なか伝わらないのではないかと思うのです。

それからもう一つ、 患者さんの意識を変えるには、 もちろ

ん広報が必要ですが、 20 年、 30 年でみんなに伝わるかと

いうと、 世代が変わるので、 広報はずっと続けなければな

りません。 つまり、 これをすべきは学校教育です。 行政とし

ては教育委員会を動かして、 学校で健康教育、 あるいは病

院への関わり方、 自分の身の守り方をもっと教える時間を作

らせるべきです。 ある程度のフレキシビリティは文科省も認

めていますから、 そういうことをやっていって、 20 年、 30

年後には県民国民のほとんどが今おっしゃられたようなこと

を理解している国にしていかないといけないんだと思いま

す。

オレゴンルールというのは皆さんご存知の通り、 アクセス

の良い医療、 レベルの高い医療、 それから安い医療費、 こ

れを全てを患者さんが期待する通りにするのは不可能だと

いうものです。 例えば、 アメリカは医療費を上げてしまい、

イギリスはアクセスを捨てて、 まず家庭医にかからなければ

専門医にかかれないようになりました。 私は厚労省の方に、

働き方改革をすすめるために、 どれを捨てるのですかと聞

きました。 答えはなかったのですが、 少なくともアクセスは

捨てないと言われました。

アクセスを捨てないというのは、 遠隔診療を充実して、

病院行かなくても医療を受けられるようにするという話でし

た。 つまり、 現在の厚労省の動きからいけば、 病院の集約

化です。 一定の地域に一定のサイズの病院を作って一定数

の医師を集めて行かない限りは、 働き方改革は実現できな

いと思います。 そのためには、 診療報酬を変えなければ、

病院経営が成り立ちません。 つまり、 患者さんの負担を増

やさない限り、 働き方改革をきっちりやりながら、 病院経営

者も医師も満足できるようモチベーションを高めて、 生きが

いを持って医療ができるようなものは非常に難しいんじゃな

いかと私は考えています。

あと最後に、 医師は労働者だと決められたからには労働

者でなければいけない訳ですが、 私の中で医師は労働者で

はないというニュアンスがどんどん出てきます。 労働者なら

ば、 民間病院は営利企業ですが、 営利企業としてやってい

くためには診療報酬が上がらない限り、 経営が行き詰まっ

てしまいます。 そのために給与を上げない、 給料が低くて

勤務時間が短くなれば、 その病院から医者は逃げていきま

す。 安い給料で医者が頑張っているのは大学だけです。 30

代で助教と言われない日雇いの医員の給料が年間 400 ～

500万円です。 そんな給料でみんな必死で頑張っています。

そういうことを、 国民に理解していただきたいと思います。

本当はもっと上げなくてはいけません。 研修医だから安い、

今は自分の技量を上げている専門医の途中だから安いとい

うのは、 これからはおかしいのではないかと考えます。

（岩瀬専任担当医師）

ご意見ありがとうございました。 パネリスト方々からご意

見があるでしょうか。

（則安参与）

ありがとうございます。 これは国全体で文化を変えてい

くような話なので、 教育から国のあり方そのものを考え直し

ていくことが当然必要です。 そのためには、 機運を醸成し

ていくこともベースには必要かと思います。

実際、 患者さんからは、 どんどん要望が上がってきて、

先ほど説明をしたのに聞いていないとか、 今日は回診にも

来なかったというようなお話がありましたが、 いかに効率よ

く患者さんに満足、 納得をしていただける対応するのかと

いうのを現場でも明確にし、 それを職員に普及していく必

要があるかと思っています。 残念ながら、 私が受けた昔の

医学教育の中では、 患者さんとのコミュニケーションなどは

全く学んでおりません。 例えば、 患者さんの看取り、 お亡く

なりになりましたという宣告の仕方も見よう見真似でやって

きたようなところがあます。

病院に行ったのに薬もくれなかったというような文化があ

りますが、 薬を飲まないのは安全でもあるんですよ、 生活

習慣を改善することが一番ですから、 まずそこからという

ようなことを丁寧に効率よく説明するということも一つの文

化だと思っています。

今日、 様々な意見が聞けて、 我々も現場で生かせる取り

組みをしっかりと普及していく方向で努力したいと思ってお

ります。 ありがとうございます。

（岩瀬専任担当医師）

時間が参りましたのでこれでディスカッションを終了したい

と思います。 ありがとうございました。
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Ⅷ．午後の部 開会あいさつ

今日は、 市町村の行政関係の皆様、 地域医療の最前線で

活躍されている先生方、 そして、 地域枠卒業医師 ・ 地域枠

学生の皆様にもお越しいただいております。 先ほどから会場

を眺めておりますと、 皆様方の地域枠の先生に寄せる何か

熱い想いのようなものがひしひしと伝わってきます。 制度を

運営する側として、 私も身の引き締まる思いを感じておりま

す。

午前の部では、 岩瀬先生から地域枠卒業医師の配置につ

いて、 どうすべきなのかということで、 これまでのルール

説明を詳しくしていただきました。 私も含めて 1 年ぶりとい

うこともあって、 頭の体操もできたのではないかと思ってお

ります。

また、 岡山大学の片岡仁美先生につきましては、 医師の

働き方改革ということで、 お話をしていただきました。 今や

日本全国津々浦々どこへ行っても働き方改革ということで、

遂に医師の働き方改革もやってきたということです。

本当に最適な解がどこにあるのか、 非常に注目されてお

りますので、 引き続き我々としても一生懸命取り組んでいき

たいと考えております。

そして、 その後のパネルディスカッションにおきましても、

それぞれのお立場から大変貴重なご意見をいただきまし

た。 そういったご意見を今日皆様方と共有できたというこ

ともまた大変意義深いことだと思っております。

さて、 いよいよ午後からは、 皆様方が主役となってご発

言いただくという機会になります。

今日の日を迎えるに当たりまして、 例えば地域の病院の

先生方につきましては、 多分いろいろな作戦を考えて来ら

れたでしょうし、 また地域枠の先生方も、 これから自分た

ちの将来がどうなるんだろうかということでいろいろ興味

津々だろうと思います。

いずれにしましても、 私どもの究極的な狙いは、 地域の

Ⅷ．午後の部 開会あいさつ
皆さんこんにちは。 本日はお忙しい中、 お集まりいただきましてありがとうございます。

岡山県保健福祉部医療推進課

課長　下野間 豊

医療体制をどうやって確保していくのかということですか

ら、 そのためには、 地域枠の先生方が、 将来的には地域に

根付いていただいて地域医療に携わっていただくというこ

とが、 究極の狙いなんだろうと思っております。

それに向けて、 我々に何ができるのかといいますと、 今

日の会議の副題にも「地域医療を担う医師を地域で育てる」

とあるように、 地域枠の先生方の将来を見据えた教育のプ

ログラムの中で、 やりがいの部分をどうやって守り、 そして

育んでいくのか、 ということを地域全体として取り組んでい

くことに尽きるかと思います。

ぜひ、 その辺りをお願いしながら、 今日も議論が活性化

しますことを祈念いたしまして、 最初のご挨拶とさせていた

だきます。 どうぞよろしくお願いいたします。
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Ⅸ．グループワーク「地域枠卒業医師が卒後 7年目以降に勤務する病院の選定基準について」

１．参加者・グループ発表

【Ａグループ】

真庭市役所 健康推進課 部長 上 島 芳 広

美作保健所 所長 川 井 睦 子

岡山市立市民病院 地域医療部長 堀 内 武 志

藤田病院 院長 渡 邉 剛 正

田尻病院 参与 河 本 幸 三

渡辺病院 医局長 溝 尾 妙 子

落合病院 地域枠卒業医師 脇 地 一 生

(F)岡山県地域医療支援センター センター長 糸 島 達 也

(F) ファシリテーター

Ⅸ．グループワーク「地域枠卒業医師が卒後7年目以降に勤務する病院の選定基準について」

（進行）岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科

地域医療人材育成講座

教授　佐藤 勝

（発表）藤田病院　渡邉剛正 院長

１．教育指導体制…基礎教育ができた医師の配置なので

項目を減らす。

２．地域で果たす役割…地域枠という事の意味としては

重要だが、 認定数で評価が左右されるので、 認定数

の重みを下げる。

３．待遇…変える必要はない。

４．救急車の受入状況 ・ 専門医制度の取組状況 ・ 経営状

況…変える必要はないが、 判断の基準を明らかにす

る。

５．もう一度そこで働きたいと思えるような指標の評価

…若いうちはもっといろんな修練をしたい、 都会に出

て仕事もしてみたいと思うが、 その後、 若かりし頃に

働いたあの病院でもう 1 回仕事をしてみたいと思わ

せるような事が客観的に評価できる基準があればよ

いのではないか。 地域性や少なくともその職場環境

が、 もう 1 回そこで仕事をしてみたいと思わせるよ

うなものであることを客観的に判断できる指標があ

ればよい。

（佐藤教授）

地域愛 ・ 地域の温かさ ・ 地域力などが、 9 年後を見

越した「戻ってきたい ・ 定着したい」というポイントに

なるかもしれない。
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Ⅸ．グループワーク「地域枠卒業医師が卒後 7年目以降に勤務する病院の選定基準について」

【Ｂグループ】　

岡山県医師会 常任理事 合 地 明

哲西町診療所 理事長 深 井 正

成羽病院 院長 紙 谷 晋 吾

重井医学研究所附属病院 院長 真 鍋 康 二

吉永病院 病院事業管理者 荻 野 健 次

岡山市立市民病院 総合内科 地域枠卒業医師 高見　優男

(F)保健福祉部 参与 則 安 俊 昭

（発表）岡山市民病院　高見優男 医師

１．医師不足の評価…専門医の不足状況、 医師の高齢化

を配慮した医師数、 診療実績、 医師不足度（患者と

の比率）の評価

２．臨床支援体制の評価（臨床力を上げる環境やチーム

医療のリーダとしての役割を果たすための支援体制

の評価）…（教育指導体制の評価項目から）有料医

学サイト ・ 論文支援 ・ 学会出張費 ・ 学生受入 ・ 研修医

受入、（新規項目）大病院との連携が取れているか

どうかの評価

３．待遇…医師だけでなくメディカルスタッフ全体の働き

やすさ（時間外の勉強会で、 医師は手当が出るが、

スタッフは手当が出ないなど）・ 働き方改革の評価、

子供の教育のサポートが得られるか（地域で塾の講

師を招くなど）の評価

（佐藤教授）

医師不足度 ・ 高齢化、 指導する側になるという観点

から学生や研修医が来るかどうか（屋根瓦で指導でき

る環境かどうか）、 チームリーダーの役割を醸成するた

めの支援、 大病院との連携や、 学会出張費の補助等を

評価する。
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Ⅸ．グループワーク「地域枠卒業医師が卒後 7年目以降に勤務する病院の選定基準について」

【Ｃグループ】　

真庭保健所 所長 西 田 典 数

岡山赤十字病院 第一血液内科 部長 竹 内　 誠

長谷川紀念病院 理事長 ・院長 長谷川賢也

笠岡第一病院 院長 橋 詰 博 行

鏡野町国民健康保険病院 院長 寒 竹 一 郎

積善病院 地域枠卒業医師 山 田 裕 士

(F)岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科
地域医療人材育成講座

教授 片 岡 仁 美

（発表）積善病院　山田裕士 医師

１．前期配置の評価基準はハードルが高い…人が足りな

いからできないのに、 本末転倒ではないか。 より地

域枠医師の自己効力感が発揮できるところのほうが

良いので、 前期配置の評価をそのまま使わない方が

良い。

２．教育体制よりも地域のニーズを重視…論文の評価は

厳しい。

３．1 度配置された病院は除外…配置されたことによりど

れだけ病院が活性化するかを、他の病院にも広く知っ

てほしい。

４．病院のニーズ ・ 病院の困っている合戦…医師の平均

年齢、 1 人当たり入院患者数、 1 人当たり外来患者数、

時間外労働、 当直回数、 オペ件数、 医師の有病率等

５．地域枠卒業医師の自己アピール…経歴、 できること、

苦手なこと

６．愛のスコアリング…集団見合いのように、 評価しにく

いこともアピールできるような機会を設ける。（配置

されたらどんなことが期待できるか、 勉強会の実施、

ガイドラインの設定、 新薬導入など）

（佐藤教授）

前期配置はハードルが高いが、 後期配置では、 医師

不足の地域へという本来の目的の場所で、 自己効力感・

達成感 ・ やりがいを感じて義務を終えられるところへ配

置をしてあげたい。

（片岡教授）

前期配置は、 病院がどんなことを提供できるかが評

価されているが、 後期配置は、 地域枠医師がどんなこ

とが出来るのかという発想になった。 後期配置では、

足りない所がある中で地域枠医師がどのように活躍で

きるか、 言い換えれば、 医師不足の評価でもある。

愛のスコアは数値化しにくい。 文章でアピールして、

今とは違う評価の仕方ができるのではないか。

初めて地域枠卒業医師が配置されたことで病院全体

が活性化された（笠岡第一）。 次に配置されないと困

るかもしれないが、 それも含めて、 みんなに広く知っ

てほしいという事だ。

（佐藤教授）

1 度配置された病院にはもう行かなくてよいのではと

いう発想は、 今まで議論していた継続性がないことと

全く逆の発想になる。
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Ⅸ．グループワーク「地域枠卒業医師が卒後 7年目以降に勤務する病院の選定基準について」

【Dグループ】　

岡山県病院協会 会長 難波　義夫

赤磐市役所 副市長 前田　正之

岡山医療センター 診療部長 太田　康介

中島病院 院長 中島　弘文

渡辺病院 理事長 遠 藤　 彰

赤磐医師会病院 地域枠卒業医師 尾 下　　 遼

(F)岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科
地域医療人材育成講座

教授
佐 藤　 勝

（発表）渡辺病院　遠藤彰 理事長

１．教育指導体制…前期よりも配点を下げたほうが良い。

後期配置では前期配置で配置されることのないとこ

ろでの働きを期待する。

２．地域で果たす役割…前期よりも配点を重視する。

３．待遇…子育て支援、 就業時間の評価は重要だ。

４．救急車の受入体制 ・ 地域の受入体制…これまで通り

で変更しないでよい。

５．新専門医制度への取組…点数化は難しい。 後期配置

になると、 個々のニーズに対応しているかどうかを

提示する必要がある。

６．経営状況…仕事のしやすさの評価（コメディカルの充

足状況等）

７．地域の医師不足…病院ごとに状況が違うので、 地域

全体を押しなべての平均値ではない医師不足の評価

があっていいのではないか。

８．お互いを知る機会…インターンシップのように地域枠

卒業医師に地域の病院を知る機会を設けてほしい。

情報をお互いに知ることができる枠組みがあった方

が良いのではないか。

（佐藤教授）

配置された医師が病院を評価する、 配置された病院

が医師を評価するという話も出ていた。 ここは良かっ

たは言いやすいが、 ここは良くなかったというのは言

いにくい。 配置される医師にとっては重要な情報なの

で、 これをどのように評価するのが良いか、 公表した

ほうが良いのかという意見が出た。

（太田先生）

指導する能力、 切り拓いていく能力、 その地域でニー

ズをこなしていく力、 リーダーとしての力など、9 年間

の集大成をを評価してはどうか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（高見先生）

前期配置のリアルな状況は、 配置される医師にとって

重要な情報だが、 情報がオープンになると、 弊害もあ

ると思う。 良い方法はないか。

（則安参与）

まだ数が少ないので、 オープンにすれば誰の評価で

あるかが透けて見える。 マッチングのプロセスの中で、

前任者やその他の経験者にアクセスできるような道を

作っておく。 聞きたい人は聞く。 満足度が高ければ、 ア
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ドバンテージになるが、 そうでない場合もある。 当事

者同士で情報交換をしていただくのが良い。

（渡辺先生）

配置された医師が配置された病院を評価するという

のは、 以前ならあり得なかったことだが、 時代が変わっ

たと感じる。

（遠藤先生）

地域枠の人たちが情報共有しているなら、 そこに参

加して聞いてみたい。

（片岡教授）

評価する方にも責任があるので、 個人的な意見が総

論にならないように、 評価を標準化する必要がある。

（渡辺先生）

誰かが発した、 たった一言で仕事を失うような時代

なので、 評価を見てそれを解釈するリテラシーの問題

だ。 評価はすればよいと思うが、 手放しでオープンに

することは危ない面もある。

（片岡教授）

研修医のアンケート結果を見て、 指導医が一喜一憂

するようなことが起きているが、 評価される方が知ら

ない所で評価されているのも危ないので、 良い方法を

編み出す必要がある。

（遠藤先生）

選定基準には入れず、 ＳＮＳでの会話だと思って、 あ

まり気にせずに参考にする程度でいいのではないか。

（佐藤教授）

大切なことだが、 十分検討する必要がある。

（岩瀬専任担当医師）

配置された病院 ・ 配置された医師から情報を集めて

いる。 これから配置される医師には、 地域医療支援セ

ンターを通して、 間接的に伝えるような方法で情報共

有している。
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（発表）哲西診療所 岡正登詩 医長

１．地域の需要…教育よりもどれだけその地域が医師を

必要としているか。 医師の需要、 医師の高齢化の状

況、 1 人医長、 救急の受入状況の評価

２．受入体制…住むところ、 給与、 住民やスタッフが若

い医師を温かく受け入れる環境の評価

３．外部研修…週 1 回は「外に行きなさい」と言っても

らえるとありがたい。

４．地域で果たす役割…実習生 ・ 研修医の評価でどれだ

け必要とされているかを測る。 医師不足の診療所や

無医地区がある病院、 都市部からの距離が遠いこと

ろへ優先的に配置する。 配置することで、 診療所で

の診療回数が増やせることを評価する。 配置を希望

する病院は、 前期 ・ 後期どちらを希望するか、 戦力

を立てる必要があるかもしれない。

【E グループ】　

新庄村役場 副村長 大 野 厚 吉

哲西町診療所 医長 岡　正登詩

岡山協立病院 院長 高 橋　 淳

岡村一心堂病院 理事長 岡 村 暢 大

笠岡市立市民病院 院長 稲 垣 登 稔

赤磐医師会病院 副院長 片 山 信 昭

成羽病院 地域枠卒業医師 梶 谷　 聡

(F)岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科
岡山県南西部（笠岡）総合診療医学講座

准教授
小 川 弘 子



37

Ⅸ．グループワーク「地域枠卒業医師が卒後 7年目以降に勤務する病院の選定基準について」

【F グループ】　

新見市役所 福祉部 部長 林　 裕 司

津山中央病院 院長補佐 岡　 岳 文

岡山県精神科医療センター 院長 来 住 由 樹

水島中央病院 院長 松 尾 龍 一

落合病院 院長 井 口 大 助

金田病院 地域枠卒業医師 石 田 智 治

(F)NPO法人岡山医師研修支援機構 理事 忠 田 正 樹

（発表）金田病院　石田智治 医師

１．医師不足 ・ 需要の評価…医師の絶対数、 高齢化、 需

要に重みを付ける。

２．地域のサポート、 子育て支援、 住宅支援がしっかりし

ているところを評価する。

３．元気な病院を評価…多職種のサポート、 知り合いの

いない地域での勤務することや仕事外での不安の解

消。 若手の採用に積極的である（病院が元気である）

こと。 行政のサポートがあること

４．配置先での自由度 ・ ミッションの評価…地域枠医師が

配置されることで、 外来患者が増える、 救急車の応

需率が上がる、 訪問看護が導入できる、 医学生 ・ 研

修医を受け入れて指導ができる等、 新しいイベントが

自由にできる事を応援してくれる環境であること

５．教育指導体制の評価…評価を下げる。 学会発表・論文・

勉強会の参加は難しい。 情報誌の定期購読はなけれ

ば自分で。 医学生 ・ 研修医を受け入れ、 指導できる

ことは大事

６．地域の受入体制…施設認定が多いところ（＝医師数

が多いところ）ではなく、 地域包括ケアシステムで

病院間のやり取りがしっかりしているところ（＝働き

やすいところ）の評価を上げてほしい。

７．待遇…子育て支援

８．新専門医制度の取組状況…気にしない。 それよりも

医師が不足しているかどうかが優先される。

９．地域の受入体制…需要をしっかり拾い上げる。

（則安参与）

今の医療は世界水準でものを見ながら提供する流れ

になっている。 若い先生が来られて、 病院全体が活性

化するためには、 新たな負担が増えても有料情報サイ

トの契約や情報誌の定期購読は、 全体のレベルアップに

つながるような取り組みとしてやっていただけたらあり

がたいと思う。

（佐藤教授）

地域 ・ 行政のサポート、 住環境や子育てのサポートは

大切なことだ。 若い人がいて病院が元気なことは日常

のサポートにつながる。 ミッションを与え、 責任感・リー

ダーシップを育てることで、 ９年間、 地域でこんなこと

をやったという自己効力感 ・ 達成感が持てれば、 この

制度は成功かもしれない。 地域の住民や行政も良い、

自分も良いということになる。
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（発表）勝山病院　竹内義明 理事長

地域勤務においては、 50 代 ・ 60 代の指導医のもと

に 20 代の医師が配置されることになるので、 かなり

年齢のギャップが生じる事になる。 前期 ・ 後期 1 人ずつ

配置されれば、 屋根瓦式になるが、 前期配置の希望が

47 病院、 後期配置が 54 病院あるので、 ある程度、 地

域偏在が解消されるまでは、 1 病院に 1 医師配置するこ

とを前提に話を進めた。

１．求められるところへの配置…地域のニーズ、 困った

度を測る評価の配点を大きくする。

２．専門医の複数病院勤務…極論でいうと、眼科医とし

て、5 病院に 1 日ずつ勤務するような形も考えられ

る。

３．教育指導体制…配点を下げる。

（佐藤教授）

複数病院で勤務するというのは新しい発想だった。

【Gグループ】　

愛媛県 医療対策課 担当係長 和 氣 吉 宏

岡山大学病院 消化器外科 医局長 吉 田 龍 一

高梁中央病院 副理事長 戸 田 佳 介

勝山病院 理事長 ・院長 竹 内 義 明

笠岡第一病院 地域枠卒業医師 内 藤 修 子

広島大学 5年 伊 木 道 子

(F)岡山県地域医療支援センター岡山大学支部 専任担当医師 岩 瀬 敏 秀
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１．病院の医師不足状況の評価　「困っている合戦」

・医師数（高齢化を加味した医師数・医師の高齢化

率・専門医数）

・診療実績・時間外労働・日当直回数・オペ件数

・需要の把握（医師 1 人当たりの入院患者数、外来

患者数）

・医師の有病率

・都市部からの距離（二次救急、三次救急の医療機

関までかかる時間）

（参考）2019 年の調査で新たに追加した項目

医師 1 人当たりのひと月平均日直 ・ 当直回数、 ひと

月最大日直 ・ 当直回数（参考のみで、 評価はしてい

ない。）

※時間外については、 以前、 記入欄を設けていたが、

記入が少なかった。

（参考）岡山県医療機能情報から集計できる情報

医師数・病床数 ・外来 ・在宅 ・病床種別（一般・療養 ・

精神等）ごとの 1 日平均患者数、 専門医数 ・ 特定の

手術（約 100 種類）の実施件数

２．医師が地域で果たす役割の評価

・後期配置によって期待されること

・配置された医師が新しいイベントをできる環境

（外来患者が増える、 救急車の応需率が上がる、 訪

問看護の導入、 医学生 ・ 研修医の受入ができる等）

（参考）2019 年の調査で新たに追加した項目

地域枠が派遣されたら、できる地域貢献があるか。（参

考のみで、 評価はしていない。）

３．教育指導される側としての評価から教育指導する側
としてステップアップするための評価へ

・配点、 評価する項目を減らす。（論文、 学会発表

などはハードルが高すぎる。）

・臨床力、 指導力やリーダーシップ力を上げるた

めの評価として、 現在使用している項目を使う。 　　

←　研修日数、 有料医学サイト、 図書 ・ 参考文献

費用の支援、 出張費、 医学生 ・ 研修医等の受入

４．病院が地域で果たす役割の評価

・施設認定の数の評価の重みを下げる。

・地域包括ケアにおける、他の病院との連携状況

・診療所や医師不足地域を支援できる病院

（参考）2019 年の調査で新たに追加し評価した項目

地域の医療事情を把握しているか。 また、 把握して

いる場合にどのような対策をしているか（医師派遣 ・

通院手段確保 ・ 訪問診療 ・ その他、 検討中、 対策は

していない）。

（参考）岡山県医療機能情報から集計できる情報

地域医療連携室などの設置有無 ・ 地域連携クリティカ

ルパスの有無（診療報酬上／その他）・ 地域の保険医

療又は福祉サービスを提供する者との連携窓口の設

置有無

５．待遇・勤務環境の評価

・これまで通りの評価でよい。

・スタッフ全員の働きやすさを評価する。 医師だけで

なく、 他のスタッフの待遇も評価する。

（例：時間外の勉強会で、 医師は手当が出るが、 スタッ

フは手当が出ないとなるとやりにくい。）

・子育て支援（子供の教育環境、 塾講師の招へいな

ど）の評価。

・働き方改革（就業時間 ・時間外勤務）

（参考）2019 年の調査で新たに追加した項目

働き方改革を行っているか（具体的に実施している ・

検討している ・ 実施していない）。

２．まとめ

－「後期配置」候補病院の選定方法や選定の基準－

前期配置は、 病院が医師にどんなことを提供できるかが評価されているが、 後期配置では、 医師が地域や病院のため

にどんなことが出来るのかに視点が移っている。 本来の目的である、 より医師不足で困っているところ、 そこで働いたこ

とによって医師の自己効力感や達成感が得られるようなところが候補病院になると思われる。
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６．救急車の受入状況の評価

・これまで通りの評価（応需率の把握状況、 医師 1

人当たり受入台数、1 病床当たり受入台数）でよい。

（参考）医療推進課が集計しているデータ

消防機関ごとの病院別救急搬送数（評価には使用し

ていない。）

７．	 新専門医制度への取組の評価

・これまで通りの評価でよい。

・評価ではなく個々のニーズに対応しているかどう

かの提示

８．	 経営状況の評価

・これまで通りの評価でよい。

・仕事のしやすさ（コメディカルの充足状況等）

・積極的な若手採用（医師以外も含む）

９．	 愛の評価
（医師の受入体制や勤務した医師等の評価）

・若手医師を受け入れる病院の職場環境・多職種の

サポート、患者・行政などの地域性や温かさ

・将来、もう一度ここで働きたい、定着したいと思

えるような指標

・配置された医師の自己効力感・達成感

・受け入れた医学生・研修医の評価で地域がどれだ

け必要としているかを測る。

１０．一度配置された病院を除外する。

・若手医師が配置されることによって、どれだけ病

院全体が活性化するかという事を広く知ってもら

いたい。

１１．候補病院と地域枠卒業医師がお互いを知る機会

を設ける。

・地域枠卒業医師の自己アピール（経歴、できること、

やってみたいこと、 苦手なこと）

・病院のアピール（配置されたらこんなことができる。

例 ： 勉強会、 新薬導入など）

１２．配置後の評価（病院・配置医師）の情報公開

・現状としては、個人が特定できる程度の実績しか

ないので、地域医療支援センターが情報を把握し、

必要に応じて個別対応する。

－「前期配置」と「後期配置」の候補病院の重複について－

今回のワークショップでは、 前期配置と後期配置のマッチングの際、 同じ病院が同時に前期 ・ 後期両方の候補に挙がって

もいいのかというセンターの意図がうまく伝わらず、 1 病院に複数人配置することについての議論になってしまった。

年齢ギャップを埋めることができたり、 指導力をアップしたりすることにもつながるので、 屋根瓦式の配置は好ましいと

いう意見が多かったが、 ある程度、 医師不足 ・ 地域偏在が解消されるまでは 1病院 1 医師という意見もあった。
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落合病院 地域枠卒業医師

脇地 一生

落合病院の井口です。 この場をお借りして、 ご挨拶させ

ていただきます。

脇地先生には、 昨年から落合病院に来ていただいており

ます。 小児科の医局に入りながらも、 ほぼ 100％内科医とし

て働いてくださっています。 患者さんがお年寄りばかりです

ので、 小児科の外来はあるのですが、 病棟の方などはもう

全くの内科の状態です。 彼の希望により、 内視鏡をはじめ

ていただきました。 本当に上手で、 もうほとんど 1人前にで

きるようになられております。 消化器内科になるのかと思う

くらい上手にやられています。

今日も地域枠の先生がたくさん発表されていました。 色々

お話も伺いましたけれども、 本当に地域医療を守るという

ことに対する意識、 地域医療マインドが高いなということを

感じております。

こういう先生方が今後、 後期配置となるとかなり医師と

して円熟されてくる状況で、 地域の病院では中心的な存在

になっていくと思います。 そういう先生方が安心して働ける

環境というのがとても大事じゃないかと思っております。

もちろん病院としてはそれになるべく協力していこうと思

うのですが、 地域医療を守るという意味では病院だけの力

ではなく、 彼らを受け入れる住民の方々ですとか、 行政の

方ですとか、 地域全体でこの先生方を受け入れて、 安心し

て働けるような環境を作っていくことがとても大事じゃない

かと思っております。 偉そうなことを申しますけれども、 行

政の方とか、 保健所の方も来られておりますので、 地域の

方々、 住民を巻き込んで地域枠の先生を大事にしていける

ような体制が整っていけば良いのではないかと願っており

ます。

スコア化はなかなか大変だろうと思いますけれども、 糸

島先生、 佐藤先生、 岩瀬先生が中心になって、 できれば、

愛の評価をスコアリングをしていただいて良いシステムがで

きればと思っております。

ありがとうございました。 今後もよろしくお願いいたしま

す。

地域枠 1 期生、 医師 5 年目の脇地です。 今日はお忙しい

中、 各病院の院長、 医長、 行政の方々にお集まりいただい

て僕たち地域枠のために活発に議論していただいて大変あ

りがたく思います。

今、 卒後 5 年目なので、 再来年には後期配置ということ

になります。 逆算すると、 あと 1 年ちょっとで配置候補を決

めて選定が行われているという状況になっているので、 も

う直近の課題かと思います。

僕個人としては、 地域枠はすごく良いシステムだなと思っ

ています。 地域枠は、 今後終わっていくシステムではありま

すが、 午前中にもお話がありましたように、 どれだけ定着し

ていくかというところが一つの課題になってくるかと思いま

す。

自治医科大学の先生方も義務年限後の定着がなかなか難

しいような話も聞いておりますので、 地域枠卒業医師が定

着できるようなシステムが何かできれば、 地域枠全体とし

ての成功に繋がるのではないかと考えています。

戻ってきやすいとか定着しやすいというようなところを

評価して病院選んでいただけたらいいと思っています。 今、

落合病院で勤務していますが、 真庭市の方々が皆さんとて

も温かで病院自体も温かい感じなので、 非常に過ごしやす

く、 診療しやすく、 働かせてもらっています。

そういった、 病院の例えば、 地域枠卒業医師を受け入れ

ていただける温かさのようなところも評価していただける

と、 それに合う医師がまた、 何年後、 何十年後かに帰って

くるということになってくれば、 地域枠のシステムとして成

功かなと思うので、 そういった意見を述べさせてもらいまし

た。

今日はお忙しい中、 皆さん、 地域枠卒業医師 ・ 地域枠学

生のためにお集まりいただいて、 大変ありがとうございま

した。 今後もこのワークショップは続くと思うので、 よろしく

お願いいたします。 ありがとうございました。

Ⅹ．寸評

落合病院

院長 井口 大助



42

ⅩⅠ．閉会あいさつ

ⅩⅠ．閉会あいさつ

本日は皆様大変お忙しい中、 積極的にご参加いただき、

素晴らしいディスカッションをしていただきまして誠にありが

とうございました。

まず、 午前は働き方改革に関しての話とパネルディスカッ

ションをいたしました。 非常に様々な意見がパネリストの先

生方から出ました。

働き方改革の検討会では、 どう地域医療体制を確保する

か、 地域医療体制を崩さずに、 どう働き方改革を進めるか

ということの中で、 厚労省の方から、 地域枠医師の活躍に

期待をするというお話が出ました。 ただ、地域枠医師がスー

パーマンのように頑張れば、 それで地域医療提供体制は解

決かというと、 それはやはり違うと思います。 検討会でも、

ただ困っているところに地域枠を配置するのは違う、 彼らに

は彼らのミッションがあるし、 彼ら自身の成長ということも

あるので、 彼らを支える場があってこそ生きてくるのではな

いかということを申し上げました。

地域枠の先生、 行政の方、 あるいは指導医や受け入れる

病院の先生方が参加して色々な意見を共有しながら、 最適

解を探していくというこの場があるからこそ、 生きてくる、

岡山県の地域枠卒業医師は、 彼らを学生の頃から見ていて、

それぞれ人格的にも高い志を持っているという意味でも本

当に素晴らしいのですが、 現場の力があってこそ、 その素

晴らしさが生きてくるのだと思います。

働き方改革は非常に大きな変革ですし、 移行期には、 お

そらく様々な問題が起きると思います。 ただ、 岡山県には

こういう場があるので、 前向きに課題を解決しながら、 より

良い状態にステップアップしていくための試みができるので

はないかということを期待し信じています。

後半のグループディスカッションは、 昨年とほぼ同じ後期

配置をどうするかというテーマでしたが、 2 回目ということ

もあってか、 あるいは、 それ以外の理由もあるかとは思い

ますけど、 より深い議論が各グループでなされたと思いま

す。 素晴らしい議論だったと思います。

今回、 前期配置では教育体制が重要で、 どう育てるかと

いうのが大事だけれども、 後期配置の場合は、 ニーズにど

う応えるかとか、 あるいは地域枠卒業医師である彼ら自身

がどのように自己効力感を持って、 現場で自分たちの力を

発揮することができるかというのが大事ではないかという

意見が非常に多かったと思います。

私は「その人生に何を期待するかということが大事なの

ではなく、 自分が人生というものから何を期待されている

か、 その与えられたフィールドで自分は何ができるかという

ことが大事だ」という言葉をいつも大事にしています。 地

域枠の先生方から、 どういうふうにして欲しいということよ

りも、 それも大事なのですが、 自分がどういうふうに貢献

できるか、 どう自分の力を発揮できるかということを大事に

しているという意見がたくさん出て、 本当に素晴らしいと思

いました。 そしてまた、 私がファシリテータをしていたＣグ

ループでは地域枠の先生が来られて本当に素晴らしい、 素

晴らしいからこそ、 仮に連続性がなくなったとしても、 自分

のところだけでなく、 もっと多くの病院にそのことを波及さ

せていくことが大事なのではないかという意見が出たこと

に非常に感銘を受けました。

素晴らしい先生方、 活躍してくれる先生方だからこそ、 よ

り多くの病院で活躍してほしい、 そして、 ひとつの病院では

なく、 地域全体あるいは県全体という面で全体が良くなっ

ていくことを目指していきたい。 そういうふうな議論にも

つながるんじゃないかと思いまして、 非常に色々な意味で

感銘を受けました。

これからまだ、 後期配置については、 テクニカルな部分

でどういうふうにやっていくかを考えなければいけないと

思いますが、 その中に当事者である地域枠卒業医師や行政

の皆さん、 現場の先生方の意見をしっかりと組み込んだ形を

作り上げていきながら、 皆さんで進んでいくことができたら

素晴らしいのではないかとに思います。

本日は本当に長時間に渡りまして、 どうもありがとうござ

いました。

岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科

地域医療人材育成講座

教授　片岡 仁美
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ⅩⅡ．ワークショップ後のアンケート結果

ⅩⅡ． ワークショップ後のアンケート結果

１．午前の部（基調講演・パネルディスカッション聴講者：84 人，回答者：75 人，回答率：89％）

１．１　参加者の所属について（図 1.1）

医師

53人

行政

16人

学生 2人

その他 4人

未提出

9人

１．２　午後の部への参加状況（図 1.2）

約半数の方が、 午前 ・ 午後通して参加している。

午前・午後

42人午前のみ

33人

未回答

9人
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ⅩⅡ．ワークショップ後のアンケート結果

１．３　候補病院の選定方法について（図 1.3）

適当

20人

概ね適当

45人

あまり

適当でない

9人

未回答

1人

・継続性に難があり、地域の医療計画を立てにくい。（医師）

・今後小規模病院への配置も考慮が必要と考えている。

（医師）

・自己申告方式ですべて評価が正しいかどうか。（医師）

・診療所についても検討してほしいと思う。（行政）

・県北が満たされてから県南も。（医師）

・マッチング制により、 医師の希望がある程度かなえられ

る。（その他）

・地域枠医師の現状と今後の方向性について、 ある程度

の理解ができた。（その他）

◇◇あまり適当ではないと回答した方から◇◇

・医師が不足している所は、 現実的には教育指導体制が

整っていない病院、 新専門医制度の取組ができない所、

経営状況の悪い所ではないか。 医師が不足している所

という点に重みを付けて配点してほしい。 この重み付け

では、 比較的医師が充足している病院の配点が高くな

るような気がする。 でも、 若い医師を育てるという観

点では、 これでないといけないんでしょうか。 医師の

偏在解決は、 やはり難しい。（医師）

・そもそも県北の過疎地域においては、 教育指導体制が

確立できている（指導者が充実している）病院が少な

い中で、 教育指導体制の配点を 21 点としているのはど

うかと思う。 一方で若手医師の教育を求めているため、

県北への指導医確保が喫緊の課題、 都市部偏在の是正

を優先すべき。（医師）

・1 回も行かれていないところがあるのに、 複数回行って

いる地域が多い。（医師）

・圏域単位は偏在を正しく反映しているとは考えらない。

（医師）

・北部への偏在。 今後は、 都市近郊の高齢者医師が問題

になる。（医師）

・診療所への配置も早く実現させてもらいたい。（行政）

・特定の病院が上位に固定される選定方法になっている

現状がある。（その他）

◇◇適当と回答した方から◇◇

・県下全体ではなく、 医療圏ごとのニーズに応じた配置

が最善と考えます。 年によって卒業医師の供給と地域

のニーズが変動することはあると思いますので、 ある

程度、 年によって、 try and error のようになることも

いたしかたないと感じる。（医師）

・本当に困っている病院を優先していることが分かった。

（医師）

・明確な基準を持って決定されている。（医師）

・自分の率直な意見が反映された。（医師）

・あらためて理解できた。（医師）

◇◇概ね適当と回答した方から◇◇

・概要が分かりやすく、 選定方法も偏在を防ぐために妥

当だと感じた。 詳細をどうするかを当人同士も含めて

詰めていくのが難しいとは思うが、 頑張っていただき

たい。（医師）

・お聞きする限り、 まず前期配置では地域でも必要な指

導体制が整えられており、 先生自身も満足されていた

ため。（医師）

・選択のために細かくポイントをつけ、 見える化している

点はとても良いが、 提出する側には負担がある。 又、

ある程度の余力がないと良いポイントになりにくいのが

残念。（医師）

・需要に対して供給が圧倒的に少ない現状では、 おおむ

ね適当と考える。（医師）

・現状としては、 問題はあまりないと考えている。 さらに

改善していく必要性はあると思う。（医師）

・地域枠の医師のキャリアパスの面を考えると適当なのだ

ろうと思う、 それで十分とも思えない。（医師）

・前期（初期）と後期は異なる基準で選定する方針に賛

同する。 定着していただけるかどうかは、 後期のほう

が影響が大きいと思うので、 大切にしていただきたい。

（行政）

・もう少し具体的な選定過程について、 説明があったらよ

かった。（医師）
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１．４　基調講演『地域医療と働き方改革』について（図 1.4）

医師の働き方改革は、 医療提供体制を確保しながらも、 医師、 特に病院勤務医の労働時間短縮 ・ 健康確保を目指すも

ので、 この度公的病院に限らず、 全ての病院が目指すべき方向性の概要が示されました。 これまでの国の取り組みの流

れが良く分かったというご感想をたくさんいただきましたが、 一方で、 もっと細かいことを聞きたかったというご意見も

ありました。 　　　　　　　　　　　　 

大変参考に

なった

39人

参考に

なった

33人
あまり参考にならなかった

参考にならなかった 各1人

未回答

◇◇参考になったと回答した方から◇◇

・医療側、 社会全体共に変化が求められているのだと改

めて認識しました。 課題の多さも感じることができた。

（医師）

・片岡先生の話を聞くのは久しぶりです。 いろいろ気にな

る情報をいただきましたが、 細かいことを質問できな

いまま終わってしまいました。（医師）

・医師の自己犠牲によって成り立つ制度では継続性は乏し

いと思う。（行政）

・医師の働き方の課題（問題点）について理解が進んだ。

（その他）

・医師の労働状況が少しですが理解できた。（行政）

・今後の課題がまだまだ多いことが良く分かった。（医師）

・2024 年からの義務化が明瞭となった。（医師）

・現状が分かった。（その他）

◇◇大変参考になったと回答した方から◇◇

・短時間で概要、 現状、 課題をまとめていただき、 整理

に大変役立った。 個人的には病院内における大胆なタ

スクシフトが必要と考える。 薬剤師、 管理栄養士、 リハ

セラピスト、 NST などのチーム（医師）

・医師の働き方改革について、 理解が深まった。（医師）

・決定されていない部分もあったが、 今後の見通しを含

め詳しく講演いただいた。（医師）

・中央での会議にも参加されている先生でしたので、 具

体的なことを教えていただいた。（医師）

・働き方改革の現状が分かった。（医師）

・もう少し詳細に話を伺いたいと感じた。（医師）

・わかりやすかったが、 どうしようもない課題も多い。 5

年先にうやむやになっていないことを祈る。（医師）

・医師の働き方改革を進める大変さ、 論点の多さを知る

ことができた。（医師）

・現時点での厚労省のディスカッション内容が明確化され

ていて良かった。（医師）

・現状と問題点が良くわかった。（医師）

・国としての取組状況、 最近の情報が良く分かった。 今後

の課題の大きさも改めて認識できた。（医師）

・最新の情報をお話ししていただき、参考になった。（医師）

・政策についてまとめなおす、 そして見つめなおす良い

機会になった。（医師）

・大きな改革が必要となっている現実を感じた。（その他）

・医師は万能ではないという意識を一般住民も意識すべ

きであると思う。（行政）
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１．５　パネルディスカッションについて（図 1.5）

大変

参考になった

30人
参考になった

38人

あまり参考に

ならなかった

6人

未回答 1人

◇◇参考になったと回答した方から◇◇

・医療側、 患者側の双方のコンセンサスを得ていくことが

より一層大切なのかなと思った。（医師）

・医療の受け手側は、 やはりいつでも診てほしいし、 そう

であるべきだと思っていることが良く分かった。 意識改

革は難しいと思った。（医師）

・司会が大変うまかったと思う。 50 分のテーマの中で、

ポイントを①②③のようにまとめていけば良かったと感

じた。（医師）

・岡山県内偏在化の是正が一番の課題。 明らかに県南へ

の偏在が過剰。（医師）

・受益者負担の考え方について、 参考となった。

（その他）

・各論のような具体策がやや不足？（医師）

・本日の話はほとんど取り入れてきた。 後は外来時間の

短縮に取り組めるか。（医師）

・だいたい予想通りの内容。 愛育員会会長の見識が高く

驚いた。（医師）

・おひとりおひとりのパネリストの発言は、 共感できるも

のだったが、 超高齢社会を迎え、 医療福祉介護のコス

トが高まっていくのはやむを得ないことと思う。 国の有

り様全体を考え、 どこにどれだけの費用をかけるのかと

いう国民的議論が必要だと思う。（医師）

・一般住民に対するものでは良いと思ったが、 医療従事

者が対象のものとしては、 物足りない印象があった。

（行政）

・パネラーの言っていることは、 すでに知っている事ばか

り。 フロアからの声がないのは残念。（医師）

◇◇大変参考になったと回答した方から◇◇

・医療体制は偏在の問題をいかに守りながら働き方を変え

ていくかが焦点になるという点には全く同意する。 そ

こを整理することができたように思う。（医師）

・住民の方への現状の伝え方、 働き方改革と経営の兼ね

合い、 住民・受益者側の望むもの…。 課題が山積みで

考えさせられる。（医師）

・医療従事者、 住民、 行政の立場から、 医療についてもっ

と考える場面を作るべきと考える。（行政）

・いろんな立場のご意見が聞けて参考になった。（その他）

・現場と行政、 住民の立場、 それぞれの意見が聞けて良

かった。（医師）

・互いの立場での話が聞けて良かった。（医師）

・非常に勉強になった。（医師）
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１．６　午前の部の満足度について（図 1.6）

非常に満足

22人

概ね満足

51人

未回答 2人

◇◇満足と回答した方から◇◇

・働く時間を減らすなら、 コストが増えるのが当たり前。 診

療報酬を減らすのに、 改革なんかムリ。 保険給付を減らす

しかないだろう。（医師）

・地域医療、 医師、 患者、 行政などみんなで考えていく必

要があると思う。（行政）

・新たな取り組みを行政、 病院、 住民、 皆で進める必要あり。

（医師）

・現在の色々な問題点が理解できた。（医師）

・地域医療の課題を再度確認できた。（医師）

・問題点や課題を整理するのに大変役に立った。（医師）

・医師の健康を最優先に考えながら、 地域医療を守る必要

がある中で、 私としては、 岡山県内の医師の偏在が最大

の問題点であり、 不足地域への常勤医（指導能力のある

医師）の確保・配置が絶対的に必要である。 そのためには、

若手医師が都市部へ流出する理由をしっかり把握する必

要がある。 実際、 自分は都市部へ行ったが、 都市部のほ

うが「格別に便利である」、「勉強会などが多い」、「医師

数が多ければ情報が入りやすい」、「学会に参加しやすい」

や「off 時間を過ごせる娯楽が多い」、「東京を中心とし

た都市部で生活してみたい」といった理由が挙げられる。

（つまり、 崇高な理由は少ない。）実際、 岡山などの地方

が地元である同僚の医師の意見も同様だった。（医師）

◇◇非常に満足と回答した方から◇◇

・基調講演が大変わかり良かった。 働き方改革で時間

が示されたり、 地域医療を守る事や医師の健康を守

る事が基本になっているという事もありがたかった。

（医師）

・説明、 講演、 パネルディスカッションの流れが良かっ

たと思う。（その他）

・初めて参加したが、 大変勉強になった。（医師）

・非常に勉強になった。（医師）
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ⅩⅡ．ワークショップ後のアンケート結果

２．午後の部（グループワーク参加者：49 人（うち見学者 5人），回答者：47 人，回答率：96％）

２．１　参加者の所属について（図 2.1）

医師

34人

行政

10人

学生 1人

その他 2人
未提出 2人

２．２　午後の部の満足度について（図 2.2）

非常に満足

23人
概ね満足

24人

◇◇非常に満足と回答した方から◇◇

・地域医療の課題がとてもよくわかった。 地域枠で働い

ている先生方は皆さん謙虚で、 ある意味自己犠牲的な

面もありながら、 自己効力感にあふれてもいらっしゃっ

た。 要望ははっきりといっていただき、 働き甲斐のある

仕事場を作るのが大切だと思う。（医師）

・グループ内の先生方の素直なご意見がとても刺激的

で楽しいディスカッションだった。 他グループの発表も

共通点や相違点を基に新たな視点を見出すことができ

た。（医師）

・色々な立場の方々の、 生の意見を聞くことができ、 話し

合いができ、 貴重な体験だった。 進行もスムーズでと

てもよかった。（医師）

・地域枠医師を受け入れる立場として、 たくさんの意見を

聞くことができ、 多くのヒントをいただいた。（医師）

・当事者（地域枠の医師・受け入れる病院）の声が聞け

て良かった。（医師）

・地域枠の先生の率直な気持ちや受け入れる病院・自治

体の方の事情を聴くことができた。（医師）

・地域枠医師の意見を聞くことができたことは、 とてもよ

かったと思う。（行政）

・地域枠若手医師と直接話ができたこと（医師）本音の

討議ができた。（医師）

・率直な意見が交換できた（医師）

・多方面の意見を聞くことができた。（行政）

・活発な意見（医師）

・行政として整えるべき体制について、 参考になった。

（行政）

・参考になった。（その他）

◇◇概ね満足と回答した方から◇◇

・勝手なことを色々outoputできた。また、他の意見を知り、

新たな気付きを得た。（医師）

・他病院の方々の意見が聞けて参考になった。（医師）

・色々な意見が聞けて良かった。（医師）

・地域枠医師の熱い想いが伝わった。（医師）

・将来働く場所の話や先生の熱心さを知ることができて

良かった。（学生）

・病院選定に、 教育重視から、 少し風向きが変わるかなと

期待を持った。（医師）

・行政には関係あるようなないような感じ？でも面白かっ

た。（行政）

・今までにない考え方、 とらえ方を吸収できた。（医師）

・真剣な討議ができた。（その他）
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ⅩⅡ．ワークショップ後のアンケート結果

２．３　「後期配置する病院の選定基準」についてのご意見・ご感想

◇医療需要の評価（医師不足地域で勤務するというミッションを果たせるかどうかの評価）

・広く医師不足病院の需要が拾えていれば、 今日話のあっ

た内容で問題ないと思った。（医師）

・第一にはその地域の医療需要。 特に後期では科別の医

師数や年齢も考慮すべきと考える。（医師）

・病院のニーズ↑、 医師不足↑、 教育指導体制↓評価項

目の配点を変える必要（医師）

・病院の困っている程度を評価していただければありがた

い。（医師）

・より困ってる施設（病院・診療所）に配置してほしい。

（医師）

・地域ごとの需要の明確化（医師）

・地域に必要な医療が提供できること。（医師）

・地域医療の状況、 病院の受入体制（医師）

・医師が不足している地域への配置　（行政）

・医師不足、 医師の高齢化　（行政）

・医師の不足感の指標（行政）

・医師不足地域で活躍していただけるものと期待してい

る。（行政）

・地域のニーズ、 待遇、 どのように能力を発揮できるのか。

（医師）

・mission を果たせる病院を選ぶ。（医師）

・教育・研修の点数を下げて、 地域のニーズ・医師不足

に関わる点数を上げるのが妥当だと思う。 ただ、 医師

不足は単に数ではなく、 高齢化、 地域での役割、 患者

数などの要素を合わせて、考えるべきだと思う。（医師）

・公表されている偏在状況でなく、 より具体的な現状分

折に基づいた配置を考えて欲しい。 配置医師の希望も

取り入れた選定や、 地域医療構想の波をかぶる自治体

病院への配置も積極的に考慮していただきたい。（医師）

・病院の医師不足はどこも同じ。 医師高齢化の問題、 救

急での地域への貢献等、 みなが納得できる結果が望ま

しい。 重複は十分充足した時点では、 自然に可能にな

ると思う。（医師）

・病院の需要に応えてほしいと思う。 また、 地域枠医師が

一定の研修ができるルールは必要だと思う。（行政）

・医師不足で過酷な環境⇔医師として働きやすい環境　

相反する病院の内情の balance を取らなければならな

いため、 評価方法は難しいと思う。（どちらを優先して

いくのか？）　（医師）

・教育という視点の重み付けを下げ、 地域や病院のニー

ズ、 卒業医師が果たせる役割の重み付けを上げること

が大筋で重要なことと感じた。（医師）

◇愛の評価（病院・地域・行政の受入体制）

・配置される先生方が、 安心して能力を発揮できる事が、

とても大事。 地域ぐるみでの受け入れ体制が必要とな

ると思う。（医師）

・前期で成長した医師が、 地域に定着していただけるよう

な体制、 評価が必要だと感じている。（行政）

・病院（医師・コメディカルを含め）に歓迎していただけ

るか（医師）

・地域に医師を根付かせる取り組み、 文化などを評価

（医師）

・地域の総合力（医師）

・自治体の施策（医師）

・生活をサポートできるか　（行政）

・地域愛を育成する研修（勤務）とは何か？（行政）

◇臨床力やリーダー力を向上させる環境の評価

・「後期配置では、 本人の達成感・自己効力感・リーダー

シップを高めるような支援が大切」という意見にとても

感銘を受けた。（医師）

・地域枠卒業医師の長いキャリアの中で「成長」できるよ

うな病院、例えば、リーダーの役割を与える（感染委員・

褥瘡委員・救急委員など各種チーム）、 学生・研修医・

多職種への指導、 住民への教育などのチャンスを与え

る。（医師）

・派遣される医師が地域で活躍できること。 リーダーシッ

プ・ミッション・自由度（医師）

・リーダー研修ができる環境（その他）

・週 1研修（医師）

・スキル up を継続できるか。 　（行政）

・リーダー的な力をつけ発揮できる。（行政）

◇待遇の評価

・住居（医師）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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ⅩⅡ．ワークショップ後のアンケート結果

◇その他のご意見・ご感想

・グループワークであった 1 人医師の複数病院勤務は良

い考えだと思った。 　（行政）

・スコア表に数字で表れない事、 マッチング時にでも対応

ができればと考える。（その他）

・各グループともいい意見だったようで参考にしてくださ

い。 研修医の病院評価は時代の流れから仕方ないです

が、 経営者としては、 出来の悪い医師を我慢して使う

時代が早くなくなればよいと思う。（医師）

・候補病院の中で、 1 回も行っていない病院があるのに、

複数回行っているところがあるのは不公平。 すべて 1

回は行っている状況になった後、 2 回目以降行くように

しないと。 同じような条件のところなら、 Dr 数の少な

いところへ。（医師）

・高齢化、自己アピール等様々な意見が聞かれてよかった。

（行政）

・制度上医師が不足している地域への配置であるのだろ

うか。「地域」でなく「病院」への評価が主となってい

るのは改善できないか。 また、 受入側と「地域枠医師」

側の考えが必ずしも一致していないのが分かった。

（行政）

・選定の重み付けの変更は必要（医師）

・地域・病院・若手医師のいずれにとっても happy な制

度（医師）

・地域枠医師は、 6 年間で得た収入の対価を払わなけれ

ばならず、 本当の（本来の）理念から離れていってし

まうように思う。（医師）

・多くの評価項目が数値化しにくいと感じた。 課題山積み。

（医師）

・定着が大切（医師）

・すでに議論されているので、 運用の力で見直しを ...。

（行政）

・地域枠医師の off 会を覗きたい気持ち ...。 何が良かっ

たのか、 何が悪かったのか、 地域から何を求められて

いると感じたのか、 住民に理解してほしいと思ったこと

は何なのか、 教えてほしい。（行政）

・本制度の継続性について（医師）

・地域枠卒業医師がそのまま地域に残らなくてもいい。

地域枠という制度を継続してほしい。（医師）

・ライフイベントが起きた時どうするか（医師）

・女性医師でも働きやすいように（医師）

・前期配置したことで（県が人事関与したことで）病院

がどう変化したか。 配置意義はあるか。（医師）

・地方の自分の病院の改善策を話し合ってくださればあり

がたいです。 それを参考に病院のステップアップを図り

たい。（医師）

・患者家族（≒国民）の死生観について。 今後の医療の

提供との関係について。（医師）

・今日のような選定基準でもよいが、 医師・行政・市民

等情報交換の場でもよいと考える。（行政）

・「愛」をどうやってスコアリングするかは、 冗談を抜きに

しても興味がある。（医師）

・人口減少、 過疎化の中で総合診療医、 家庭医の育成が

重要だと思う。（医師）

・自治医師配置についても一緒に考えられる場が欲しい。

（医師）

・地域の先生方が色々なことを熱心に考えられているこ

とを目の当たりにすることができ、 その熱意や期待に

応えられるように頑張ろうと思った。（学生）

・昨年との違いを明確にしていただきたい。 県医師会館

を使用すべきでは？（医師）

・ありがとうございました。（行政）

・大変参考になった。 ありがとうございました。（医師）

・とても有意義な会議であったと思う。 ありがとうござい

ました。（行政）

２．３　次回ワークショップへの参加について（図 2.3）

参加したい

42人

内容による

5人
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＜資料＞岡山県の地域枠制度について

岡山県の地域枠制度については、 岡山県医療推進課、 岡山大学、 岡山県地域医療支援センター

のホームページでご紹介しています。 入試に関する情報は、 随時更新されていますので、 アドレス

が変更されている場合があります。 十分ご確認ください。

・医療推進課「地域枠制度について」
① https://www.pref.okayama.jp/page/detail-113238.html

『岡山県の「地域枠」のご案内』

② https://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/624307_5307313_misc.pdf

・岡山大学「入試」
③ http://www.okayama-u.ac.jp/tp/admission/index.html

医学部医学科地域枠コース「2021 年度学生募集要項」

④ http://www.okayama-u.ac.jp/user/st/nyushika/pdf/bosyuyoko/suisenshakai2021.pdf

・岡山県地域医療支援センター「岡山県の奨学金制度（医学部）について」
⑤ https://chiikiiryouokayama.wixsite.com/centerokayama/scholarship

地域枠制度紹介パンフレット『岡山県の地域医療を支える「地域枠」（医師）について』

⑥ https://4aef4ff5-547b-47b8-9eec-6c61e13cb7d7.filesusr.com/ugd/8255de_b6173b80cf0e418

7a6f83803a0d2a847.pdf

＜資料＞岡山県の地域枠制度について

①

②

③

④

⑤

⑥
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